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2012年度第 1回団体交渉記録

交渉事項：「退職手当引き下げを行わないこと」について

日時：1月 21日（月）16：35-22：00
場所：第 1会議室

■大学側：岩瀬理事、上口総務部長、薄井人事課長等

□組合側：片山委員長、大場副委員長、千葉書記長等

（文責：組合）

※組合側と当局側の順番で自己紹介。

□組合（委員長）：11 月 22 日に交渉を申し入
れたが、実現しなかった。経緯を説明して

いただきたい。

■理事：期末手当支給日まで時間的余裕がな

かった。

□組合（委員長）：組合からの申し入れが遅

すぎたということか？

■理事：...
□組合（委員長）：就業規則の不利益変更を

行う際の認識をうかがいたい。

■理事：労働契約法の 9 条、10 条に全体的な
ことは書いてある。まず、就業規則変更の

中味を、労働者や過半数代表者にわかりや

すく説明すること。また、組合と誠意をも

って話し合うことだ。12 月にやらせてもら
った全学説明会では、多くの組合員の方に

も来ていただいた。

□組合（委員長）：説明会と交渉とは別なも

のである。今回のような就業規則の不利益

変更では、当局側から交渉の申し込みがあ

るべきだ。

■理事：説明会には組合の方もきてもらった。

その中で、組合と交渉は誠意をもってやる

と何度も言っている。

□組合（委員長）：組合を軽視した発言だ。

これまでは、就業規則の不利益変更では、

当局側から交渉の申し入れがあった。事実

はどうなっていたかを説明する。

□組合（副委員長）：2012 年 5 月の平均 7.8%
の大幅賃下げのときは、当局側から交渉の

申し入れがあった。2009年の 10月 21日に、
人勧にしたがったボーナス引き下げの交渉

が行われたが、このときは組合側から交渉

を申し入れている。ただし、組合の申し入

れの内容は、0.1 か月分のボーナスの増額
だった。この交渉の席の冒頭で、理事から、

「ボーナスの引き下げについて、こちらか

ら交渉を申し入れるつもりだった」と発言

している。2009 年 6 月の夏季ボーナス特例
措置の際も、当局側から申し入れがあった。

以上から、就業規則の不利益変更では、当

局側から交渉の申し入れをすることが労使

慣行として確立している。

■理事：（人事課の面々に向かって）補足す

ることはないか？今聞いた中味で間違いな

いか？

■人事課：...
■理事：8 月に理事になったので、過去の経
緯は知らない。全学説明会で、組合とは誠

意をもって話し合うとの方針をお伝えして

いるので、我々の意思は伝わっている。

□組合（委員長）：びっくりしている。私は

知らなかった、で通ると思っているのか。

当局側の怠慢をミスとして認めるべきだ。

■理事：ミスを認めようとは思っていない。

□組合（執行委員Ａ）：甲野前理事から、引

き継ぎはあったのか

■理事：基本的事項についてはあったが、個々

の事項についてすべてあったわけではない。

□組合（副委員長）：個人の立場ではなく、

今までは労使慣行として成立していた。今

後は慣行を遵守することを確約してほしい。

■理事：後日確認して、返答するということ

で、本題に入らせていただきたい。

□組合（委員長）：この問題は重要なので、

このままでは本題に入れない。

□組合（執行委員Ａ）：説明会と交渉を混同

するような発言等、理事は問題の本質を理

解していない。

■理事：では、少し時間をいただいて、確認

する。

（17:05~17:33　休憩）



2

■理事：最近どのようになっているかについ

て聞いたが、交渉について、この何年かの

間、こちらから連絡をとった場合と、組合

から連絡がきた場合とがあった。去年の 5
月、明確な不利益変更の場合について、最

近何度かこちらの方から連絡をとらせてい

ただいていた。これを最近の何回かでそち

らが言うように、労使慣行として確立して

いるかどうかは、見方によると私は思うが、

そこの解釈論争をやっているのも生産的で

はないので、大学執行部としては、労働条

件について不利益な変更がある場合には誠

意をもって交渉するとずっと言っているの

で、我々の方から申入れをしないと言って

頑張る理由もないので、今回のように重要

な不利益変更の場合は、大学側から組合に、

交渉しませんか、と連絡するようにしたい。

ただ、今回のように明確に不利益とわかる

ような場合だけとは限らず、いろいろな細

かい変更があってどういうものが不利益か

わからない時は、我々は不利益ではないの

ではないかと思っていると、そちらからの

見方によっては不利益だということもあり

得るので、そのような場合は、こちらから

話がない場合には、組合からも連絡をいた

だきたい。今回の話だが、こうした重要な

話は実施の時期が遅れると、全体の状況と

してはあまり遅れると良くないということ

もあるので、こちらから連絡して申し入れ

た場合には、すみやかに対応していただき

たい。このことについて了解いただければ、

今後の他の件についてはそのようにするこ

とにして、今回の話に速やかにうつりたい。

どうか。

□組合（委員長）：もちろん、グレーな事案

については、相互に連絡を取り合うことは、

当局と組合との信頼関係を築きながらやっ

ていくことは当たり前だ。当局側から説明

をすることを省く理由もないのでというが、

不利益変更は、労働契約法第 10 条にある
ように組合との交渉が条件だ。省く理由

云々ではなく、条件、義務だ。いかがか。

■理事：世の中全体で、一般に、組合と使用

者側との間で交渉がある場合には、必ず使

用者側から申し入れなければいけない、と

なっているとは私は理解していない。した

がって、誠意をもって対応するということ

で、一般的に、使用者として、組合から交

渉申入れがあって対応する、ということで、

ただちにそのことが世の中で問題になって

いるとは、私は理解していない。本学とし

ては誠意をもって対応するということだか

ら、世の中全体から見ると必ずしも使用者

側から連絡しなければいけないという慣行

が世の中全般であるという理解ではないが、

しかし一般論で議論するつもりはない。

我々は誠意をもって組合と交渉、話し合い

をするという関係を作っていきたいので、

一般論でこれ以上頑張るつもりはない。本

学の場合は、はっきり不利益だという場合

はこちらから連絡を取らせていただき、組

合も速やかに対応して、こういう場をでき

るだけ速やかにもつ、ということで本学と

してやっていったらよいのではないか。一

般的な法律論の議論をあまりしても、いろ

んな議論はあるかもしれないが、本学と組

合の間で、こうしよう、ということで信頼

関係が得られることが大事だと思う。交渉

をはしょっていいとか、はしょらなくてい

いとか、そう言ったのではなく、私が言い

たかったことは、こちらから連絡するとい

うことで、こちらからはしない、と頑張る

ことはしない、ということだ。

□組合（執行委員Ａ）：今の話の中で、組合

が言っていることについて誤解があること

がわかったので、そこについて指摘する。

組合は、就業規則不利益変更の場合には経

営側から労働組合に対して交渉を申し込む

のが、世間一般の慣行だとはまったく言っ

ていない。東北大学においてそのような慣

行が、法人化後、少なくとも今までの間に

存在したと言っているのだ。我々の主張が

そのように誤解されたのならば、今言った

ことの結論はともかく、中身のところで、

論理がまったく整合しなくなってしまう。

我々はそういうことを言っていないので、

ぜひもう一度、そこのところを整理して答

えてほしい。

■理事：世の中一般の慣行として組合が言っ

たとは私も思っていないし、私も言ってい

ない。私は、本学でそういう労使慣行にな

っていたという認識はないし、したがって

使用者側から連絡しなければいけないと一

般的になっていると思っていないというこ

とを言った。しかし、本学の執行部として

は組合との交渉は誠意をもってやる、とい

うことなので、世の中一般では必ずしも使

用者側からやらなければいけないことでは

ないが、こういう重要な不利益変更の場合

にはこちらから連絡をする、ということで
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良いのではないかと言った。今は、今まで

そういう慣行が確立している、という認識

ではなかったということだし、私もなかっ

た。最近では、去年の 5 月、不利益変更の
時にこちらから連絡をとった例があった、

ということを聞いた。それは、私は慣行と

して確立しているとは必ずしも思わないが、

そこで喧嘩する気はない。いずれにせよ誠

意をもってやる気があるのだから。こちら

から先に連絡をとることがどうしても困る

とは私は思わないからだ。こういう重要な

不利益変更の時には今後はこちらから連絡

を取る、という仕事の仕方をしていい、し

よう、と言っている。

□組合（委員長）：個々で立ち止まっては、

という気持ちもあるかもしれないが、当局

側としての、こういう組合との交渉の考え

方、位置付けをぜひ改めてほしい。今回、

我々の方から申し入れしなかったらどうだ

ったのか。やはり、今までのミスを認めて

これからこうする、不利益変更の場合は当

局側から申し入れる、とぜひ発言してほし

い。

■理事：ミスがあってそれを訂正する、とい

う話だとは思っていない。ただ、我々とし

て、最近我々の方から申し入れた例がある、

ということも確認したし、ちゃんと連絡を

とりあってできるだけ速やかに必要がある

時は交渉する、ということは必要なことな

ので、できるだけ速やかに行われるよう、

我々の方からもそちらからの連絡を待って

いるだけではなく、こちらの方からも連絡

する、としたいと、当局側の誠意は理解し

ていただけるのではないか。

□組合（委員長）：では、ここで確認する。

もちろんグレーの部分については相互の関

係が出てくるかもしれないが、「今後、不

利益変更については当局側から組合に交渉

申し入れをすること」、これを確約してい

ただきたい。

■理事：その際、組合として、申し入れがあ

った場合は、速やかに対応するようにする、

ということを組合からいただいた上で、そ

れは確認したい。速やかに対応することを

確認していただけるか。要するに、我々と

しては、大事な話がある時は、速やかに議

論を始めることが大事だと思うから、我々

としても、ただ待っているのではなく、我々

の方から連絡をとり速やかにコミュニケー

ションが始まるようにしたいので、組合の

方も、当局の方からそういう話があったら、

忙しいかもしれないがこういう場を、大事

な話だからできるだけ速やかに交渉が進む

ように、組合の方も誠意をもってやってほ

しい。当然やってもらえると思うが、念の

ために相互に確認したい。

□組合（委員長）：今回、私たちが引き延ば

したような誤解を非常に与える。そういう

経緯を踏まえての速やかにではないという

ことを確認した上で、こちらも速やかに交

渉に応じると約束する。

■理事：それでは、明白な不利益変更の場合

は当局側から連絡し、組合の方にも協力し

ていただいて速やかに交渉に入るように双

方で努力するということで、よろしくお願

いする。

□組合（委員長）：結構だ。中味に入りたい

のだが、先ほど、全学説明会と交渉を混同

した発言が繰り返された。一度ちゃんと組

合との交渉と全学説明会がどう違うものか、

考えをもう一度聞きたい。

■理事：組合との交渉と全学説明会とは同じ

ものではない、違うものだということは、

その通りだ。混同していたとも思っていな

いが、二つの話を合わせて話しているので、

そう聞こえたかもしれないが、それが同じ

ものだと、1 回やれば両方したことになる
というものだと言ったつもりもない。誤解

がないように今からはやらしていただきた

い。

□組合（委員長）：今までそういう発言を繰

り返してきたのに、はいそうですか、とは

受け入れられない。

■理事：交渉するということについて、どち

らから申し入れるかという交渉の手続きに

ついて、全学説明会で、組合とは誠意をも

って交渉すると何度も申し上げたので、こ

ちらに交渉の用意があることは十分に伝わ

っていたはずだ。その後、本日、労使慣行

の議論があって、今後、重要な不利益変更

の際はこちらから連絡すると申し上げた。

さらに一歩歩み寄って話しているので、最

初言っていたこととはニュアンスはちがう

のは当たり前だ。

□組合（執行委員Ｂ）：それは反省に立って

はなしているということか？

■理事：反省とかミスとかではない。私は労

使慣行とは思っていないが、労使慣行の議

論をするのは実益がないので、今後は不利

益変更の際はこちらから連絡をとらせてい
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ただくと、一歩歩み寄っている。それを反

省したのかといわれると、生産的でない。

□組合（執行委員Ｂ）：説明会で組合とは誠

意をもって対応するとは、誰に対して言っ

ていたのか。

■理事：説明会のなかで、組合との関係につ

いては何回か言及している。諸々の手続き

を進めていくうえで、組合とは誠意をもっ

て交渉するとは申し上げた。それは職員に

とって必要なこと。これは、誰から誰かに

伝言してくれ、という意味ではない。

□組合（委員長）：全学説明会と交渉の位置

づけ、不利益変更の際は組合に交渉するの

が条件であることを、今後、認識を深めら

れていくことを期待する。では、退職金引

き下げの中味に入りたい。不利益変更に必

要な条件が読み取れない。説明願いたい。

■理事：必要性について説明したい。独立行

政法人通則法の準用で、給与および退職金

手当の支給基準は、業務の実績を考慮し、

かつ、社会一般の情勢に適合したものとな

るように定めなくてはならないとなってい

るので、支給水準が国民の理解を得られる

ことが大事だ。まず、社会一般ということ

で、日本は民間の方が多いわけだから、民

間との比較でどうかということである。ま

た、我々の退職金は国家公務員と同じ公的

なシステムの一部として、国民の税金から

支給されている。それで、国家公務員の退

職手当について、算定の方式や基準が変わ

るということで、それを踏まえた対応をす

るべきだと考えるのが１点目。また、昨年

8 月の閣議決定で、国立大学法人を含め政
府関係の法人については、国家公務員の改

定に準じて必要な措置を講ずるように要請

する、となっている。12 月には、実際にそ
ういう要請が来ているのが２点目。国立大

学の退職手当は、国家公務員の計算方法に

従った額が、運営費交付金が来る仕組みに

なっている。したがって、国家公務員の計

算方法に従わずにやる場合には、大学とし

ても持ち出しになって財源が大変だという

こともあるが、それよりも前に、民間全体

の水準と公務員と差額があってそのために

公務員の退職金を減らそうとしているのに、

同じ公的機関である大学が退職金を減らさ

ないことが国民の理解が得られるとは思え

ない。以上から、退職金の支給基準を変更

する必要があると考えている。

□組合（委員長）：国からの要請とは、どの

ような内容の要請があったのか。また、交

付金とはこちらから額を算定して文科省に

要求するのではないか。３つめは、もし、

大学が削減しなければ、どれだけ持ち出し

が必要になるのか。

■理事：１点目は、12 月 5 日付で、法人の長
に対して文科省の大臣官房長からきている

文書で、右肩には事務連絡と書いてある。

（以下、通知の内容を読み上げる。）ふた

つ目は、交付金の予算措置の話。交付金に

ついては、国の基準で計算された額が来る。

□組合（執行委員Ａ）：大学から何も言わな

くても、文科省から勝手に下がった金額が

来るのか。

■理事：大学の方からいくらお願いします、

ということではなく、国の基準で算定され

る。

□組合（執行委員Ａ）：労働者に対していく

ら退職金を払うかは、労使交渉を経て、法

人が決めることではないのか

■理事：国として予算措置をするときに、国

家公務員の基準で予算措置する額を算定し

ているということ。

□組合（執行委員Ａ）：では大学としては、

裁量の余地はないのか。

■理事：国家公務員と同じ基準で退職金を出

している限り差は生じないが、国家公務員

が下げたのにこちらが下げないと、差が生

じることになる。

□組合（執行委員Ａ）：基準と言うのは、標

準報酬月額何十か月分ということのことか。

■理事：何か月分というのと、調整率の両方

だ。調整率も数年後には 87 で計算したも
のが国から来るようになる。

□組合（執行委員Ａ）：国から来る金額につ

いては、法人は何も言えないということか。

■理事：国は、国家公務員の基準で退職金を

算定して寄越すので、こちらが基準を変え

ないと、その分、お金が足りなくなるとい

うことだ。

□組合（委員長）：交付の仕組みがそうなっ

ているとは、意外だった。その交付額は、

法人化以前の職員についてだけなのか、そ

れとも、法人化後に採用した職員も含まれ

ているのか。また、1 月 11 日の段階で、今
年の退職金の金額を文科省にあげていると

聞いているが、その中味を知らせてほしい。

■理事：年に１回、どかんともらっているわ

けではなく、月ごとにもらっている。もし、

ずれがあれば調整していくようになってい
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る。退職手当の対象となるような職員は抑

制しているので、そういう対象としている

方については、そういう仕組みがある。

□組合（執行委員Ａ）：平成 16 年の法人化後
に採用された教授が定年退職する場合もあ

るはずだが、その場合にも国の基準以上に

出すなと、国が言ってくるのか。

■理事：国の基準で退職金が交付されるので、

同じ制度でやっていると差は生じない。制

度を国に合わせないと足りなくなる。

□組合（執行委員Ｃ）：法人としては、退職

金の積み立てはやっていないのか。

■理事：積み立てという仕組みはない。

□組合（執行委員Ｃ）：継承職員以外で退職

金をもらう人がどれ位いるのかわからない

が、そういう人も含めて、大学として退職

金を積み立てるという制度はないのか。

■理事：今の段階ではない。

□組合（委員長）：1 月 11 日に文科省に上げ
た情報について知らせてくれ。

■理事：1 月 11 日に文科省に上げたのは、こ
の 3 月末で退職する人の数と退職手当の金
額だ。

□組合（執行委員Ｃ）：今日いただいた表の

値と考えればよいのか

■理事：表の方は、勤続 20 年以上のものだ
が、文科省に出したのは 20 年未満のもの
も含めている。

□組合（副委員長）：金額としては、表の下

の欄の切り下げ後の金額を出しているのか。

■理事：文科省としては、国家公務員の基準

で計算するので、その通りである。

□組合（副委員長）：20 年未満を含めると、
この表の金額はどの程度変わるのか。ある

年度だけでもよいので教えてくれ。

□組合（副委員長）：表の金額の総額を計算

すると、たとえば、2015 年度で、今のまま
の計算と切り下げ後の計算で 2.5億違う。20
年未満の方がどの程度なのかわからないの

でその分は違うかもしれないが。本来、独

立した法人として、その金額を被れるか被

れないかを考慮すべきだが、それを考慮し

た形跡が全く見られない。

■理事：定年でなくても辞める人もいるので、

非常に大雑把に言うと、差額は 3 億か 4 億
になる。それを大学として負担するのか否

かについては、次のように考えている。国

民から見たときに、公的な機関で退職金は

国民の税金から出ている。国家公務員にも

一生懸命夜中まで働いている人もいる。大

学だけが特別だから、自分で持ち出して手

当てする、というのは国民に理解されない。

実際、3 億や 4 億は、研究・教育のお金を
削れば出せるんだが、それが国民に理解さ

れるとは思えない。

□組合（執行委員Ａ）：1月 11日に、今年度、
退職金に必要な金額はこれだけであると文

科省に言ったのは事実か？

■理事：途中でやめる人もいるので、それは

後で調整する場合もあるが、基本的にはそ

の通りだ。

□組合（執行委員Ａ）：先ほど、予め削られ

た金額が来るというのとちょっと違いませ

んか。

■理事：今から頂くお金については、3 月末
の基準で算定したものが来るので、削られ

ている。

□組合（執行委員Ａ）：それは、1 月 11 日に
こちらで減らした金額を文科省に報告した

からじゃありませんか。

■理事：それは、文科省から来るお金は国家

公務員の基準で算定されるので、向こうか

ら来るお金は国家公務員の基準である。

□組合（執行委員Ａ）：そうすると、文科省

は独立行政法人や大学法人の退職金につい

て、各々の法人の中で決めるのではなく、

これだけしか払っちゃいけないよ、という

ことで来るのか。

■理事：厳密に言うと、これだけでしか払っ

ちゃいけないよ、ということではなく、国

の基準で算定した金額を交付金として出す。

国と同じ基準で退職金を払っていれば、そ

れで足りるということ。

□組合（執行委員Ａ）：文科省がそういうこ

とをしているとなると、独立の経営体であ

る大学法人の経済的自由への介入ではない

のか。

□組合（委員長）：今日、一番驚いたこと。

逆に言えば、大学としてこのようにしまし

ょうと決めてもよいということか。

■理事：もちろん、法人として労使で決める

ことはできるが、民間との差異のこともあ

り、国家公務員に準じてやってほしい、と

いうことは、国からの要請としては、明確

に来ている。

□組合（執行委員Ａ）：民間との差異という

が、我々は民なのか官なのか、どちらに入

っているのか

■理事：民とか官とか、定義によっていろい

ろ違うので、概念の議論はしない方がいい



6

と思うが、このコンテクストのなかでは、

法人化した時も完全に民営化したわけでは

なく、一般的な国民の理解からすれば、明

らかに官だ。

□組合（執行委員Ａ）：行政法の本をみると、

行政主体と書いてあるので、確かにそうな

のだろう。だとすると、大きな私立大学と

の官民比較をすべきではないか。

■理事：給与とか退職手当は非常に大事な話

で、そういう議論のときに何をベースにす

るかは非常に大事だ。民間との比較をする

際に、東北大学が単独でひとつひとつやっ

ても自ずから限度がある。こういうときに

もっとも信頼できるデータは人事院勧告だ。

それ以上のものは、現在はないのではない

か。

□組合（執行委員Ａ）：東北大学の教員の給

与は、大きな私立大学の比べて明らかに安

い。東京の大学の、地域手当の高いところ

であっても私立よりやすいのは、教員の間

の常識だ。それに、国家公務員の教育職は、

極めて特殊なものしかない。それを、国立

大学の教員に適合させるのは納得ができな

い。

□組合（委員長）：12 月 18 日の部局長連絡会
議である部局長から、私立大学との給与格

差が広がる、総長を中心に今後の対応を考

えてほしい、という発言があった。それに

対して総長から、いろいろな機会をとらえ

て努力する、と発言。今、理事が言ったこ

とと全く違うのではないか。

■理事：給与や人件費について重要な視点は

ふたつある。ひとつは、大学として優秀な

人を雇うために、経営者として何ができる

かということ、もうひとつは、今のシステ

ムとしては、法人化はしたが、退職手当が

国から決まった額しかこないように、国の

仕組みの中の一部分であることの制度設計

の枠がはまっていることも厳然たる事実で

ある。そのふたつの間でどうやっていくの

かということ。退職手当は後者の方ではっ

きりと枠がはまっているので、総長も退職

手当については引き下げをやめようとは考

えていない。大学として、大きな仕組みの

中で何ができるのかは考えないといけない。

それは、たとえば、今年度は、勤勉手当な

どは退職金のような枠ははまっていないの

で、やることはできた。

□組合（委員長）：総長の発言は、退職金に

関連して努力することと理解している。本

学の給与の基本方針、平成 17 年の役員会
承認の文書、給与の基準は業務の実績を考

慮し社会一般の情勢に適合するように、と

なっている。理事は、社会一般のことしか

言っていないが、業務の実績を考慮しない

のか。

■理事：まさに業務の実績を考慮するという

意味で典型的なのは勤勉手当だ。

□組合（委員長）：個人の実績ではなく、法

人としての実績だ。

□組合（執行委員Ａ）：業務の実績を考慮し、

となっているのだから、経営が苦しいのな

らわかるが、そうではないとしたら、法律

の趣旨と全く違うことになってしまう。重

大な誤解があるようだから、もう一度答え

ていただきたい。

■理事：すごく余裕があって、大学に資産が

たまっているという状況ではない。教育に

しても研究にしても、もっと充実させたい

ところはいっぱいある。そのためにお金は

もっともっと必要なので、そういう事業を

やったのちに、余裕があるという状況では

ない。

□組合（執行委員Ａ）：では、教育研究を充

実させるために、退職金を数百万へらすと

いうことか。

■理事：そのために減らすのではなくて、基

本的に、基準にそった額が国民の税金から

来るわけで、その来る額を、公務員と一緒

に支給したいということ。

□組合（委員長）：ふたつの重要な点がある。

ひとつは、労務担当理事が本学の給与に対

する基本方針の意味を取り違えていたこと。

もうひとつは、優先順位の話。それだけ給

与の優先順位が低いとは到底思えない。ど

れだけ大学に資産があって、年間どれだけ

浮き金があって、この 3 億 4 億がどれだけ
経営に影響を与えるのかのデータを示して

くれ。

■理事：誤解しているとは思っていない。何

を誤解していると言っているのか理解でき

なかった。後半部分について答える。繰り

返しになるが、国民の理解を得ることが大

事だと思っている。国立大学法人の職員に

つても国家公務員についても同じ基準で国

民の税金から退職手当の措置がされている。

国家公務員にも大学の職員にも一生懸命働

いている人は一杯いる。しかし、国全体と

して民間との比較を考えたときに国家公務

員について水準を引き下げざるを得ない。
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同じ基準でやっている法人の職員について

も同じようにやってもらいたい。これは、

国民から見たときに、あるいは政府の方針

として重要なことだ。したがって、そうい

う措置を今回実施するのは妥当なことだと

思っている。したがって、そもそもそれを

超えて何とか財源をみつけてそこに措置す

るというスタンスでやる話ではないので、

出発点がちがう。

□組合（委員長）：出発点がちがう。これで

は交渉できなくなった。まったく考え方が

ちがう。国家公務員の基準に準拠するとい

うだけで、この不利益変更の必要性は到底

納得できない。

□組合（執行委員Ａ）：先ほど、１月１１日

のことを聞いた。東北大で退職する方の必

要な金額はこれこれであると、国の基準で

計算し、文科省に提出したのは事実か。

■理事：国の基準に従って数字は出すことに

なっている。

□組合（執行委員Ａ）：同じ日に全学労使懇

談会が行われ、そこで減額について当局側

の就業規則変更案を過半数代表者に示し、

意見聴取をした。それで我々との交渉は今

日になってやっと成立している。有体に言

えば、組合との交渉と過半数代表者からの

意見聴取のいずれよりも先に、収入を自ら

減らすということを国に宣言してしまって

いるということで、これは、だから減るか

ら我慢しろといわれても、それは信義に反

するので飲めない。

■理事：全く誤解している。国から来る金額

は国家公務員の基準で来る。東北大学の基

準で来るのではない。国家公務員の基準は

1 月１日に改正されていて、それを使って
計算ができる。今交渉しているのは東北大

学の基準の話。国の基準はすでに改正され

ているので、交付金の額は決まっている。

□組合（執行委員Ａ）：国家公務員について

は分りきっている。独立法人、大学法人の

退職手当を下げる法律はない。

■理事：文科省から退職手当が交付金の中で

いくら措置されるかという手続きをやって

いる。その額は国家公務員の基準で算定さ

れると決まっている。国家公務員の基準は

１月１日に下がっているので、それにした

がって計算される。これは客観的にそうな

のであって、良いか悪いかの問題ではない。

□組合（執行委員Ａ）：１月１１日に、退職

金としてこれだけ必要になると単に追認す

るだけで、法人として、自らの労働者に対

して支払うべき退職金が、それでは困ると

言えないのか？

■理事：国から交付金として退職手当を措置

する時のルールが決まっていて、それは国

家公務員の基準を使うというのが決まって

いて、それにしたがって、国から来るお金

がいくらになるかという手続きであって、

それは国の基準によって決まっているとい

うのが事実関係だ。したがって、国は交付

金をいくら支給すればいいのかという手続

きをしているのだ。

□組合（委員長）：理事から重要な発言があ

った。この交渉や全学説明会、過半数代表

者からの意見聴取、それらのことが前後し

ているとは思うが、それは置いておいて。

交付金、交付金の算定概算と、東北大の給

与とは別だと言った。

■理事：それを同じ基準にするという執行部

としての方針を出しているという説明を今

日している。

□組合（委員長）：その根拠が、国の基準が

こうなったから、というのはおかしいでな

いか。

■理事：先ほど、必要性を説明してくれと言

われたので、法律上こうだという話、国か

らの要請がこうだという話、また、国から

退職手当として必要な額を交付金として措

置される基準も変わるという話を繰り返し

してきた。

□組合（執行委員Ｃ）：我々が聞きたいのは、

東北大としての方針、東北大学にとってこ

のように措置するのがいいことであると判

断したということだと思うが、今回退職金

を下げることがどのようにいいことなのか

の説明がない。

■理事：今、こういう風に基準を改正する必

要があるという説明をした。何がいいこと

かは主観があるので、いいことかどうかは

やめるが、必要があるという説明をした。

□組合（執行委員Ｃ）：その必要性だが、先

ほど言った話の中で、来るお金が減るとい

うのは

客観的な情勢であって東北大学の方針では

ない。閣議決定で要請されているというの

も外からの要請であって東北大学の方針で

はない。もちろん、一番最初に挙げた人歓、

これも外からの条件であって東北大学の方

針ではない。東北大としての方針は何なの

か。
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■理事：方針として、この改正をすることが

必要である、ということが方針である。な

ぜ、必要なのかと聞くので、今の点を繰り

返し説明している。必要性があるのでやる

ことが妥当である、やらざるを得ないとい

う説明を繰り返ししている。

□組合（執行委員Ｃ）：つまり、必要性はす

べて外から来たものであって、内部的な必

要性はない、という理解でよいのか。

■理事：そもそもこれは外からというか、民

間との比較で公務員についてどうなってい

るか、それに関連して国の予算措置がどう

なっているか、そういうことが外からと言

えば、外からだ

□組合（執行委員Ｃ）：ちょっと別な話をす

る。 官民の比較によって国家公務員は下

げることが必要であるという説明をされて

いるが、実際の額を聞きたい。国家公務員

の退職金の平均額はいくらか。それから、

今回１８％下げることになった、その基準

になった民間の額はいくらか。

■理事：人事院の調査で出てきている国家公

務員の退職手当は２７０７万円。民間につ

いては年金という部分もある。退職一時金

が退職手当に相当するならば、民間につい

ては、退職一時金は 1,042万円だ。
□組合（執行委員Ｃ）：だいぶ数字をうまく

選んだようだが、18%の差額があるという、
その 18%が出てくるところはどこだ。

■理事：退職給付という言い方をして、退職

手当とか退職一時金の他に、民間では企業

年金を含めて、趣旨として退職後に給付さ

れるものとして総額を出すと、公務員が

2950 万円、民間が 2548 万円で 402 万円の
差がある。それで、今回は公務員の退職手

当を削減することによって、そこの差をな

くすということだ。

□組合（執行委員Ｃ）：要するに、国として

の判断あるいは人事院としての判断として

は、2950 万円と 2548 万円を比べるのが妥
当であるという結論に至った。それで東北

大学の職員の退職金を見てみると、どれよ

りも低いがどう考えるのか。

■理事：どれよりも、というか、今日配った

資料には、

□組合（執行委員Ｃ）：念のためだが、国の

場合には行（一）職の平均ということで出

されているので、そこで比較するしかない。

■理事：ここで見られるように、教員、事務･

技術職員、医療職員、そして全体の平均と

いうそれぞれの数値はここにある通り、年

によって多少の増減はあるが配布してある

資料の通りである。

□組合（委員長）：この差額は低いという中

で、やはり 18%なのか。
■理事：今回、東北大学の職員について、何

万円引き下げるのが良いか悪いかという議

論を提案しているわけではない。基本的に、

先ほどから言っているように、大学の職員

について、退職手当の計算の仕方は、国家

公務員の基準を使って計算して、その額が

実際に国から支給されてくる、という形に

なっている。したがって、退職手当を支給

する基準が国家公務員に引き続き準拠する

のが適当ではないかということを言ってい

る。東北大学の職員として、こういう人は

何万円下げたらいい、という切り口の議論

ではない。

□組合（執行委員Ｃ）：そもそも人事院勧告

で出されたのは、国家公務員の退職手当が

民間と比べてやや高い、これは是正すべき

だと。額を比べている。なぜ、東北大学で

は額と比べないのか。

■理事：これは先ほどから言っているように、

東北大学だけで、民間の調査をして、民間

と比べて東北大学は何万円かと、それは東

北大学だけではなく他の法人についても全

部ある議論だが、それを個々の法人がやっ

て、信頼性のあるアプローチになっている

とは思えない。

□組合（執行委員Ｃ）：人事院が出した 2950
万円と 2548 万円と言う数字があるので、
これと比較すべきではないのか

■理事：繰り返し言っているが、こういう数

字を出して、 国家公務員についての支給

の基準がいいかどうかの議論をしている。

そして、その基準は法人にも適用されてい

る。したがって、その基準のところで比べ

ないといけない。個々の法人で、限られた

母数の中で何万円だからどうだと、ちゃん

とした議論は難しい。

□組合（執行委員Ａ）：独立した経営体であ

るわけだから、何万円でどうかというのを

考えるのは、独立行政法人であれ国立大学

法人であれ、非公務員型の法人の場合は当

然なのではないか。

■理事：退職手当で今の仕組みをみてもらい、

国の人事院が調査して、それから国家公務

員の制度を見直し、それをベースとして考

えるということで考えられている。それが
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実際にベースになって物事が動いている。

こういうことだ。したがって、それが一番

しっかりとした議論のベースだ。これは事

実だ。

□組合（執行委員Ａ）：これは 7.8％賃下げの
時にも言われていたことだが、国家公務員

の数は、末端の現業職員のようなところが

非公務員化されて、官民比較の官のところ

から抜けたから、公務員の給与が高く見え

るようになった。くだけた言い方をすると、

偉い人だけ公務員として残っている。本学

には偉い人もいるが、でない人の方がずっ

と多い。この人たちについても多くを霞ヶ

関にいる上級公務員を対象として計算され

た退職金が多すぎるという人勧をそういう

末端の人たちに対して適用するというのは、

論理的に整合性がない。このことを我々は

7.8％の時も言ったし、今回も明確に主張す
る。大学教職員が抜けたことによって国家

公務員の平均給与が高くなった。退職金も

平均として高くなった。そして高くなった

国家公務員の退職金が民間に比べて高いか

らといって、国家公務員から抜けた国立大

学法人の職員に低くなった退職金を適用す

るというのは論理的におかしくないか。

我々が思わなくても経営側も思って当然で

はないか。国に対して、そういうことをさ

れては困る、教職員が困る、人生設計や退

職後に大変なことになる人が出てくる、と、

そういうことを国に対して要請するのが経

営側のするべきことではないかと私は思う

が、そういうことをしてくれないのか。

■理事：退職金が減って生活設計に大きな影

響が出る。これは大学もそうだと思うが、

公務員はいっぱいもらっていてそういうこ

とではない、ということではないと私は思

う。

□組合（執行委員Ａ）：いや、公務員が負担

になっていないとは言っていない。

■理事：人によっていろいろ事情はあるだろ

う。余裕があるとかないとかいろいろある

だろう。しかし、マクロに見て公的部門全

体としてどうするかという切り口で、議論

されるのはやむを得ないのではないか。

□組合（副委員長）：誤解があるかもしれな

いので事実確認したい。退職金は全て国か

らの税金で賄われているのか。たとえば東

北大学には定員という考え方はないが、東

北大学で独自に職員を増やしていけば、そ

の分の退職金を文科省がもってくれるのか。

■理事：その対象となる職員の数にはおのず

から限度があり、文科省の了解を得ながら

やっている。

□組合（副委員長）：現状では、たとえばあ

る程度増やして、その分退職金が増えた、

ということはまかり通るのか。

■理事：現状では、退職金の対象になる職員

として雇用している職員については、文科

省から措置されるということになっている。

□組合（副委員長）：それは法人化の際のい

わゆる定員と言われる数が基準になってい

て、それ以降、法人としてある程度採用し

た人については、文科省は知らないと言っ

ているのではないか。

■理事：一定の数の中で、これだけ採用して

いるということについては、退職金を計算

する時の対象にしてもらうということにな

っている。したがってどんどん増えていっ

てよいということではなく、こういう数で

やっているということは報告しなければい

けない。

□組合（副委員長）：独自の退職金というも

のを持っていないというのは本当なのか。

■理事：今の制度ではそうだ。また職員を雇

用する時に、いろんな待遇で、退職手当の

ない形で雇うこともある。年俸制にすれば

退職金を払わない。

□組合（執行委員Ｃ）　承継職員の数は何人

と決まっていて、それが動かせないという

わけではないが、そんなに大きくは動かせ

ない、ということか。

■理事：基本的に、増やすことはできず、枠

はきっちり決まっている。

□組合（執行委員Ｃ）　はい。

□組合（委員長）：理事から説明されたが、

論理は明快で、国家公務員にあわせて本学

もさせてもらうということだ。言いたいこ

とはわかったが、必要性として、額ではな

く率だけをもってくる考え方だ。いろんな

数値が出ているが、もともと本学は低い水

準だ。また本学の財政状況、そういう客観

的なものがない中で、我々もこれは必要だ

なと思える情報はまったくない。普通、労

働契約の中で不利益変更をする時には代償

措置というものが当然考えられる。だから

我慢するわけだが、今回の代償措置は何か。

■理事：今回の退職手当の基準の変更につい

ては、今まで繰り返し言ったような取扱い

なので、今回の退職手当の基準の改定に伴

って何か新しい措置をするような財源をな
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んとか出してくれというような状況ではな

いので、今回の実施に伴って何か代償措置

を行うということは考えていない。

□組合（執行委員Ａ）：ということは、代償

措置は全くない、ということか。

■理事：今回の退職手当の基準の改定そのも

のについてはそうだ。先ほど言った勤勉手

当で別途やってきたことはあるが、今回の

退職手当の基準の改定に伴っての代償措置

ということは考えていない。

□組合（執行委員Ａ）：もう 1 月 1 日は過ぎ
て、就業規則が改定されたらその日以降、

退職する者は新しい基準が適用されるとい

う理解で良いか。

■理事：教員で定年延長されている人の扱い

については承知の上で聞いているのだと思

うが、そういうことを考慮に入れた上で、

基本的にはそうだ。

□組合（執行委員Ａ）：ということは、3月 31
日をもって定年退職する者については、な

んら代償措置は、時間的になかなかとるこ

とは難しいだろう、と、今何も考えていな

いのだから、そう思わざるを得ないが、要

するに退職金、百数十万になるかと思うが、

それだけカットされて何も別に、お金以外

のメリットがあるということはないのです

ね。

■理事：はい。今考えていない。

□組合（執行委員Ａ）：代償措置なしという

ことだ。

□組合（委員長）：代償措置もなし、黙って

下がった額を受け取りなさいという説明だ

ったが、どうか。

□組合（執行委員Ｂ）：私は全然それに対し

て理解できない。なぜ間もなく退職する人

に対して、なぜそんなことをしなければい

けないのか。せめて次年度というようなこ

とを含めて考えなければいけないのではな

いか。なぜ今回からすぐやらなければいけ

ないのか、イエスマンでいなければいけな

いのか。理事は誰に対してへつらっている

のか。

■理事：国民との関係だ。国家公務員につい

ては 1 月 1 日にすでに実施されている。い
ろんな大学でも 1 月 1 日以降に実施されて
いる。そういう中で東北大学としてできる

だけ速やかに、1 月 1 日ならば一番良かっ
たのだが、それだとこういう時間もとれな

かったので、2 月 1 日ということで、我々
としてはできるだけ速やかにやる、しかし

必要な対応はできるだけする、ということ

で 2月 1日ということだ。
□組合（委員長）：過半数代表の意見や、ま

た、近くの職員の人に聞けば不満が多い。

大きくわけて、代償措置もなくズバッと数

ヶ月後に下げられるということ、もう一つ

は、法人化後に採用された人については約

束が違うではないかということだ。国家公

務員の経験が全くない人に、大学法人に採

用されて、それで公務員に合わせろと、相

当組合にも意見がある。もう１つは、この

制度改正の後に調整率が適用されるならわ

かるが、不利益遡及がされる理屈がどうし

ても我々は理解できない。過去にまで遡っ

て調整額を変えてくることを、どう説明す

るのか。

■理事：不利益遡及とは、ある規程なら規程

を変えた時に、基準なら基準を変えた時に、

今回で言えば 2 月 1 日に基準を変えるのだ
が、1 月に退職した人にもそれを適用する
ということを、遡及する、と言う。今回は

遡及することは考えていない。

□組合（執行委員Ａ）：それは詭弁だ。確か

に言いたいことの一部はわかる。退職金債

権というものは退職時に発生するものだ。

だからそういうことを言うのだと思うが。

しかし退職金というものは、功労報償的な

側面と、賃金の後払いという側面とがある

ということは、裁判所で判例が出ている。

たとえ懲戒解雇の場合であっても、横領と

か、多大な損失を会社に与えたという場合

ならば、確かに退職手当の不支給も許され

るが、そうでない理由である場合には一切

支給しない、100％減額というのは許され
ない、という判例がある。小田急電鉄事件

だ。我々のうち、定年で退職する人という

のは定年だから退職するのであって、今言

った、労働者側に瑕疵のある懲戒解雇の場

合などとはまったく性質が違うわけで、一

人頭、最終的には教授だったら五百数十万

もの多額の金額を退職金から差し引くとい

うことが、適法であるとは我々は考えない。

これを遡及と言わずして何というか。我々

が言う遡及とは、そういう意味で言ってい

る。これは 1 月 1 日以降の給与から発生す
るその分についてだけ、退職金の切り下げ

基準を適用するというのならわかる。そう

ではなく、12 月 31 日以前の分については
適用できないのではないか、と言っている。

■理事：今言われたように退職手当につい
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ては、退職する時点の基準で支払わなけれ

ばならない。今言われたような話は、そう

いう退職手当の基準を変えろと、支給水準

を下げることが全体としてそもそも合理的

なのか、ということを言っているのだと思

う。まさにそういうことが労働契約法にも

書いてあり、その中の一点として、先ほど

聞かれた必要性があるということで説明し

た。まさにそこの議論を今日はしている。

中身の議論をまさに今、している。

□組合（執行委員Ａ）：必要性について我々

は納得できないが、言われていることはお

ぼろげながらわかってきた。しかし相当性

はまったく理解できない。ある看護師の場

合、12 月 31 日に退職するのと 3 月 31 日に
退職するのを比べて、110 万円も違ってく
る。なぜそういう目に遭わなければいけな

いのか。何の瑕疵もないのに。これを合理

的に説明できるのなら、してほしい。

■理事：個々の人に瑕疵があるとかないとか

ということでやっているのではないという

ことは理解の上で言っているのだと思うが。

□組合（執行委員Ａ）：もちろんそうだ。

■理事：まさにそういう先ほど言ったような

ことで、こういう基準の改定を実施するこ

とが必要であると思っている。したがって、

本学の職員についても、公務員についても、

仕事を一生懸命しているのにこのように下

がるということは非常に不本意であると感

じられるであろう。それはもちろん理解す

るが、全体として、国全体、あるいは国民

との関係を考えた時に、我々がこれを実施

することは必要だと思っている。個々の人

について影響があるということは、言われ

た通りだ。

□組合（執行委員Ａ）：だから、必要性につ

いては、言われることには納得はできない

が先ほどから聞いている。しかし相当性と

いうのは、今までに説明がなされていない

と思う。12 月 31 日に退職するのと 3 月 31
日に退職するので、なぜ 110 万円もの差が
生じなければならないのか、それがなぜ相

当であるのか、国民の目から見て、と先ほ

どから度々言うが、さてそれがあたり前だ

と国民は思うだろうか。そういう世論調査

でもあれば示してほしい。

■理事：国家公務員の基準の引下げがあり、

本学の退職手当については国家公務員と同

じ基準でしているという仕組みになってい

て、今回、国家公務員について官民の比較

から引下げが行われるということがいろん

な調査に基づいて決められ、国家公務員に

ついても不本意なこともあったと思うが、

国全体としてやる必要があるということで、

実施された。他の大学でも順次それが実施

されている。それをふまえて我々として考

えた時に、この中身について我々としても

同様に実施する、それが相当である。

□組合（執行委員Ａ）：結局、聞いていると、

国家公務員が下がる、だから同じだけ下げ

なければいけないという、それしかないわ

けで、我々としてはそういうことでは納得

できない。

□組合（副委員長）：今話しているのはもう

少し具体的なことで、他大学の例では、た

とえば 12 月末日に退職して、それは定年
退職には満たないのだが、1 月~3 月まで
は再雇用職員として雇って、4 月以降も再
雇用職員として同じように継続する、そう

いう措置を認めている大学もある。それは

代替措置の一つだ。そういうことを考えな

いのか。

■理事：そういうことは検討していない。

□組合（執行委員Ｂ）：なぜか。考える必要

がないという立場で発言しているのか。

■理事：全体として、こういう手続きとして、

改正することは適当だと思っている。

□組合（執行委員Ｃ）：やはり法人としての

自主性というか、方針というか、我々の賃

金水準がどうあるべきか、我々の賃金とい

うものはどういう水準にあるべきか、とい

うことについての説明がない。それがない、

あるいはそれを考えていないように見える。

だから我々は納得がしにくい。もし我々の

退職金が 400 万円下がるのが正当であると
思うのならば、そのように説明してほしい。

それは具体的に民間と比べて 400 万高いの
だから下がるべきだ、ということならば非

常にわかりやすい。でもそうではない。他

方で、我々の賃金水準はこれでいいのだと

いうふうな主張にも思えない。結局、東北

大学として、教職員の賃金がどういう水準

にあるべきか、ということの基本的な方針

がよく見えない。

■理事：東北大学の職員の給与、人件費につ

いては、国家公務員の時代というものがあ

って、その後法人化されて、今説明があっ

たように基本的に退職手当については、国

家公務員の基準がそのまま使われていて、

基本的なところは国家公務員としての給与
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の水準がベースにあって、勤勉手当がどう

とか、法人としてその年、あるいはその時

点で可能なことはやっているが、基本的な

構造としては国家公務員の一部として東北

大学の職員がいて、法人化されたわけだが、

基本的には元公務員であった職員が法人の

中の公的な仕事をしている。退職手当につ

いてはまさにその基準がそのまま使われて

いるように、公務員の時のベースが引き続

き基準、ベースとなっている。それが現実

だ。法人化したので、公務員は公務員とし

て、東北大学として絶対値はいくらが適当

であるのか、という質問だと思うが、実際

問題は、退職手当の基準がまさに公務員の

時の基準がそのまま使われているように、

そういう基準というものもあり、また引き

続き国家公務員の時と同じように国から退

職手当が措置されている。そういう枠組み、

制度設計だというのが事実だ。制度設計の

議論として、完全に民営化して、それで稼

いできて、儲かったところには配ればいい

ではないかというのは、議論としてはあり

得るかもしれないが、今ただちに大学が独

立して経営していけるということではない

だろうから、こういうシステムとしてスタ

ートした。それは現実としては理解できる。

理想的かどうかについてはいろんな議論が

あると、私自身、思っている。現実に自分

で稼いできて配ればいいということならば、

それでは退職手当を稼いでくるかと言われ

れば稼いでくるわけにはいかない。

□組合（執行委員Ｃ）：法人化の時にこうい

う議論があったと思うが、大学の努力によ

って経営状態を良くすれば、職員の給与を

上げて、それによって良い人材を雇うこと

ができるようになる、という説明だった。

そういう方向では考えていないのか。

■理事：現時点では、今年度、皆仕事が大変

だから、また財源としてある、ということ

であれば勤勉手当を積む、ということはや

っているが、まさに公務員の給与と違う高

い基準を自分で作って支給しようというだ

けの状況には、今の仕組みから言うと、な

い。皆に仕事は一生懸命してもらっている

が、今現在、事業全体あるいは収支全体を

考えた時に、国から来るお金は結構だから

どんどん稼いで業績があがったからどんど

ん配る、というような収支構造にはなって

いない。民間の純然たる企業とは違って、

お金が儲かるということでやっている仕事

ではなく、むしろお金が国から出てでもや

らなければならない仕事だ。だから、良い

仕事をしているからどんどん積もうという

のは、自分で儲かっている仕事ならいいが、

国から相当程度入れないとできないので。

理念としてはその通りなので、できる範囲

で、つまり勤勉手当のようなことだが、で

きることは工夫するようにと総長も言って

いたように考えなければいけないが、よく

仕事をしているから公務員と違う給与体系

にしてもっと、国際的に、あるいは私立大

学と同じ位にしたら良いではないかと、現

実問題として今の枠組みだと困難だ。言っ

ていることはわかるが、そういうことは困

難だというのが現実ではないか。

□組合（執行委員Ｂ）：他の大学ではそうい

うことを一生懸命やろうとする姿がある。

理事はなぜそういう立場に立てないか。向

こうから派遣されてきているから、指示通

りにしなければいけないという立場なのは

わかる。しかしながら、あなたは私たちの

一番上に立っている状況にあるのに、私た

ち職員をどうしていかなければならないか

という立場に立っている発言がまったくな

い。例えば去年里見先生が総長になる時に、

今年度については 6 億、9 億という収入が
病院だけでも余ったという言い方をした。

そういう立場からすれば、たとえば先ほど

今年度の 3 月で定年退職する人たちのお金
について、どのくらいになるという話を言

っていたが、その辺をかき集めてという言

い方になるかはわからないが、なんとか努

力して、そういう立場に立って努力してき

たのだということが見えるようなことを、

私たちの胸に響くような発言が全くないで

はないか。こう言われたからこうせざるを

得ない、社会が認めていないからと。社会

が認めていないとは誰が言っているのか。

ただ勝手に思い込んで、思う通りにやって

いるだけではないか。我々は誰も、一文た

りとも、脱税するわけでもない。精一杯頑

張ってきた今日がある。ましてや年休から

何から全て出して出てきているのだ。病院

の中などはとくに、みな人柱になって働い

てきているのだ。そういうことは、里見先

生は十二分にわかっているはずだ。里見先

生はそういう立場に立ってあなたに指示し

ているのか。本当に里見先生の今まで苦労

して一緒に働いてきた立場でもあるので、

本当にそういうふうに発言しているのか。
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なぜここに里見先生は出てこられないのか。

非常に不満を抱いている。なぜここに里見

先生は出て来られないのか。

■理事：それは。

□組合（執行委員Ｂ）：総長から任せられて

いると言えばそれまでだろうが、今出てく

ることはできないのか。

■理事：執行部として一番の責任は当然総長

だが、仕事はそれぞれの理事で分担して、

できるだけ理事として対応することになっ

ている。この退職手当の問題については、

重要な話なので総長とは何度も話をしてい

る。したがって、総長は中身を知らずに私

に任せているのではなく、中身をわかった

上で、方針も示した上で、私に任せている。

それで今病院の。

□組合（執行委員Ｂ）：だから、総長は来な

い、ということか。

■理事：はい。

□組合（執行委員Ｂ）：任せられているから。

■理事：はい、そうです。

□組合（執行委員Ｂ）：では、任せられる分

については、私たちに説得するような発言

をして下さい、前向きに。あなたが努力し

た内容はどの辺にあったのか。今、勤勉手

当云々ということは言ったが、勤勉手当は

金額としていくらに換算されるのか。

■理事：勤勉手当の話はこれとは直接関係は

ない。勤勉手当をしているからこれで良い

というつもりではない。今の話の中で、病

院で大変苦労して仕事をしているというこ

とで、私もそうだと思う。それ以外でも、

国家公務員も大変苦労しているけれども今

回退職金が減額される。私は、全体を考え

た時に、皆さんの気持ち、声があるという

ことは聞いて理解しているが、そういう国

民との関係を考えた時に、公務員で大変よ

く仕事をしている人はいっぱいいるが、そ

ういう人も含めて国全体の方針としてこう

いうことをやる、やらざるをえない、とな

った時に、公務員はそうかもしれないが

我々としてはそうではない、ということは、

私は、残念ながら難しいと思う。されてい

るのはあなた達の他にもいる．

□組合（執行委員Ｂ）：私たちも国民だ。

□組合（執行委員Ａ）：先ほど、国立大学は

以前国の組織の一員で我々も公務員だった

のだから、という話があった。それは真実

だ。それで、我々個人個人としては、自分

の退職金が減らされるのは、一円でも嫌だ。

しかし本当に公務員の給与は下げられる必

要性があって下げられたのかというと、退

職金が下げられることが正しいのであれば、

その論理に乗った場合、百歩譲ってそれに

乗った場合、まずことに出されるべき案は、

我々が公務員として働いて、その分につい

てはカットする、公務員でなくなってから

後の分についてはまた別途考えるべきだ、

という案が出てきて当たり前なのではない

か。代償措置以前の問題として、そもそも

何も経営体としてものを考えていないとい

うことになるのではないか。H16 からもう
すぐ 9 年経つ。私自身もその時期の半分以
上は公務員だった。先ほどから言われてい

るような必要性に立った場合、公務員とし

ての立場に立てば、同じ公務員だった仲間

がこんなにせざるを得ない世の中なのだか

ら、と出された場合には、もう少し違う目

で検討せざるを得ない。しかしそういう事

も出さないで、公務員が下げられるのだか

ら同じだけ全部．採用のときに遡って下げ

られるというのは、話にならない案だ。そ

の辺を考え直すことはできないか。

■理事：今の時点で公務員か非公務員かとい

う議論ではないかと思うが、法人化されて

いるとはいえ、国全体のシステムの中で、

政策を立案するところは省として置いてお

いて、実施するところは法人化するという、

いわば公的部門の中で、広い意味で公的シ

ステムの中の一部だというところは変わっ

ていない。退職手当についても、同じよう

に計算されているというところは変わって

いない。そこの基本的なところの共通性と

いうものは大きい。

□組合（執行委員Ｄ）：ちょっと話が戻るか

もしれないが、理事もとい総長は、我々東

北大学の教育研究を充実させていきたい、

もっとより良くしていきたいと気持ちはあ

るのか。

■理事：当然、ある。

□組合（執行委員Ｄ）：その教育研究を充実

させるためにかかる費用の中に、教職員の

給与は含まれないのか。

■理事：二つ視点がある。優れた人に来ても

らい、やる気をもって働いてもらうことは

必要だという話だと思うが、そういう話も

もちろんある。それとは別の視点で、国全

体の財政的な話、両方考えて総合的に判断

しなければならない、ということが現実だ。

□組合（執行委員Ｄ）：もちろん言われてい
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ることは理解できるが、法人として儲ける、

儲けない、の話ではなく、国民の税金で東

北大学は動いているというのは当たり前の

話で、国民からいただいた大切な税金を、

どれだけ、いただいた限られた中でそれを

有効利用していくかということが法人とし

て一番考えていかなければいけないことだ

と思う。私は教育・研究の現場にいるので

感じるのだが、やはり教育・研究というも

のは、建物ではなく人だ。人の質そのもの

が反映してしまうものだ。その時に、たと

えば私の先輩の教授で今年定年になる人が

いる。これまで何十年と東北大学で一生懸

命、教育研究に携わってきた人が、今まさ

に、頑張ってきて退職するという時に、な

ぜ、何百万という退職金が減らされて、代

償措置が一切ない。その減らされる人はも

ちろん憤慨するが、それを見ている若手の

教員は、ここまで頑張ってきた先輩がこう

いう仕打ちを受けるのかと、そういうとこ

ろが相当きいてくると思う。今後のこの大

学の教員の質ということを考えた時に、お

そらく相当きいてくるのではないかと思う。

逆に、ここで、こういう言い方が良いのか

わからないが、国立大学法人は横並びで公

務員にならえ、ということではなく、我々

の大学は優秀な、やる気のある人材を確保

するのだと、それこそが教育・研究を充実

させる一番の大事な点なのだということで、

給与水準をもう少し独自に検討していく姿

勢があるのかを問いたい。

■理事：人が大事だということはその通りだ

と思う。したがって、いい人が採用され、

頑張ってもらえるような給与水準は大事だ。

それも議論としてわかる。結局、先ほど言

った現実論との関係で何ができるかという

ことになる。今の退職手当の話も、こんな

に大幅に減って、これは大学の職員だけで

なく公的な部門全体について、そこは非常

に懸念される状態になっている。懸念とは、

そんなに待遇が悪くなって大丈夫かという

ことだ。公務員だって同様に非常に心配な

状況だ。その中で、国全体として公的部門

で働いている人の人件費をどう考えるのか

は、まさに大きな問題で、特定の大学だけ

単独に、公務員とまったく違うように退職

手当などをやろうというのは、現実的に、

一定の基準があってそれで運営費交付金が

来るといった制度があるので、ガラッと変

えるのは現状では難しいと、総長が判断し

ていて、退職手当の基準を変えることはし

ょうがないからやらざるをえないという判

断をしている。今の制度の中でどういうこ

とが今からやっていけるのか、問題意識は

相当共有していると思う。現状の枠組みが

ある中でできることとできないことがあり、

とくに退職手当のようなものは独自にどう

こうするのは難しいという現実論を言って

いる。現実論が理想的だと思って言ってい

るのではない。

□組合（執行委員Ｃ）：先ほど全部中で手当

しようとすると、だいたい年間 3 億~4 億
位だという話だった。それならせめて 2 割
でも 3 割でも、つまり数千万から 1 億に届
かない位の額だ。それを使えば、2 割でも
3 割でも手当できるのではないか。公務員
のやられる通りにバッサリ切られたときと、

1 割でも 2 割でも何らかのものがあったと
きと、我々働く側の気持ちとしては全然違

う。東北大学は考えてくれると。そういう

姿勢が少しでもないのか。

■理事：こういう制度としてクリアーになっ

ているものについて、これについては積み

増す、というようなことに対して理解が得

られるとは思わない。

□組合（執行委員Ｃ）：現実的に、12 月に早

期退職制度を入れて、手当をするというこ

とも他の大学はやっている。東北大もやっ

たらよいのではないか。あるいは、18%の

ところ、うちの大学は人を大事にしたいか

ら 16%に押さえる、これは世の中理解する

はずだ。

■理事：16%を世の中に理解してもらおうと
は思っていない。

□組合（副委員長）：早期退職については。

■理事：そういうことは今の時点では考えて

いない。

□組合（副委員長）：今年度退職される 95 名
の方、1 月末に辞めれば、退職金 100 数十
万円多くもらえる。それは国の施策がどう

のこうのという問題ではなく、東北大学の

判断で、個人を救済するレベルでできる問

題である。それを全く考えないということ

は、東北大で長く働いてきた人を何も省み

ていないということだ。

■理事：今のこの時点でそういうことを今年

度やるということは考えていない。今後、

色々なことで、何も考えないということで

はなく、総長も、今回の退職金については

このままやらざるを得ないが、色々なこと
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を考えていく必要があるとは言っている。

今後、どういうことが具体的に東北大とし

てやることができるのかは検討したいが、

この時点で今、そういう制度を導入するこ

とは考えていない。

□組合（委員長）：今、重要なことを言った。

今後、代償措置を考えると受け取った。だ

ったら、4 月に導入するのは止めて、1 年
間じっくりと考えようではないか。

■理事：退職手当の基準の改正について代償

措置を考えるということは考えていないと

言った。先ほどからの色々な議論で、独立

した大学法人として、もっと色々なことを

考える余地はないのか、という議論があっ

て、それに対して、基本的に総長も退職手

当のようなカチッとしたものは難しいが、

勤勉手当とか細かいことは引き続き考えて

いく、ということを言ったわけであって、

退職手当の引き下げについて代償措置をや

るということは言っていない。誤解がある

とあれなので、そういうことだ。

□組合（委員長）：交渉にならない。私たち

は、国家公務員の基準を当てはめる必要性、

18％を当てはめる相当性を全く理解してい
ない。でも、我々は 100 歩どころか魂を抜
きつつも色々な条件を示してきた。早期退

職の件、独立法人化後の部分は適用しない

ようにする、等の色々な条件を出してきた。

でも、全くのノー回答、これでは交渉にな

らない。話が進まない。

■理事：そういう意味で議論は平行線になっ

ている、とは思う。

□組合（執行委員Ｃ）：制度としてきちっと

しているからできない、という説明をして

いるが、やっている大学はある。できるは

ずだ。

■理事：改定の率を変えるとかそういう基本

的なことは国民の理解を得るのは難しいと

考えている。

□組合（執行委員Ｃ）：国民の理解とかでは

なく、そもそも制度としてはできるのかと

言えば、できるはずだ。

■理事：今の調整率について、国家公務員と

違う率を定めるということについて、手続

き上できるかどうかということについては、

それと違う率を定めることは適当でないと

考えているので、やるということは考えて

いない。

□組合（執行委員Ｃ）：率を変えるだけでは

なく、何らかの形で、労働者に対する痛み

を小さくすることはやればできるはずだ。

それが国との違いだ。

□組合（執行委員Ｂ）：それが独立法人化だ。

理事は国民に認められないと言っているが、

他の大学では労働者を守るという立場で努

力している事実はある。理事はそうしたか

ったが、勇気が足りないからそういう発言

しかできないのか。総長もそうしたいとい

う立場になっているかどうかを聞きたい。

しかしながら、勇気がないゆえに今回は仕

方ない、みんな我慢してくれ、と言ってい

ると受け止めてよいのか。

■理事：勇気という言葉を使ったが、大学全

体として、いい人が来る、やる気がでる、

そのためには処遇が大事だ、という話をず

っとしている。そのことが大事な視点だと

いうことは総長も当然思っている。したが

って、そういうことがどういうことについ

て可能かということで現実的に対応してい

く。やれることはやるし、やれないときは

やれない、ということだ。

□組合（執行委員Ｃ）：私の質問の答えてほ

しい。国と違う制度を東北大独自でやるこ

とはできるかどうか。

■理事：独立した法人だから、国と色々な制

度が全く同じでないといけないということ

が、頭から決まっているわけではなくて、

中味で判断していくということだ。

□組合（執行委員Ｃ）：だから、今回の 18%
に関しても、率であっても何であっても良

いのだが、何らかの格好でその痛みを緩和

する方策はとろうと思えばとれる。

■理事：その率を緩和することについて、基

本的に手続きとして可能かどうかと言えば、

可能であることはわかる。我々としては、

公務員と違う率に決めること、自分でお金

を持ってきて嵩上げすることが適当である

とは判断していない。

□組合（執行委員Ｃ）：全く労働者が被る痛

みを緩和するつもりはない、という発言で

よいのか。

■理事：今回の退職手当については、このま

ま実施をせざるを得ないと考えている。

□組合（執行委員Ａ）：公務員時代の今年の

分は公務員と同じように引き下げて、それ

以降の分は別という提案、それは真剣に考

えないといけないという発言までしている。

今年の人だけ緩和する、何とか損しないで

済むように、後は１年間考えて何とか頑張

って痛みが少なくなるようにする、という
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こと。ここまでの話の経緯を知らない一般

組合員がみたら、我々リコールされても仕

方がないような発言までしている。こちら

は歩み寄ろうとして懸命にやっているが、

先ほどからの理事の答えは歩み寄ろうとす

る姿勢が全く感じられない。これは、かつ

てここの法学研究科の法科大学院で教えて

いて、今東大の社会科学研究所にいる水巻

先生の「労働法」という本だ。若手の気鋭

の労働法学者で有名な方だ。「使用者は労

働組合からの団体交渉の申し入れに対し、

交渉のテーブルにつかなくてはならない。

この交渉は単にテーブルにつくだけの形式

的なものであってはならず、法の趣旨にか

なった対応のものでなければならない。具

体的には、使用者が合意達成の可能性を模

索して誠実に交渉する義務（誠実団交義

務）を負うとされ、そこでは自分の主張の

根拠を具体的に説明したり、必要な資料を

提示するなど、誠意ある対応をとることが

求められている。」と書いてある。先ほど

の話では、同じ規模の私立大学との比較は

したのかと聞けば、してないと言う。また、

今年の方だけでもこういう目に合わないよ

うにしてくれと、こちらは 200 歩も 300 歩
も 400歩も譲った態度を取っているのだが、
全く歩み寄ろうとしてくれない。これでは、

誠実に団交しているとは到底考えられない。

みなさん、いかがか。

□組合（委員長）：そうだ。あまりに誠意が

ない。

□組合（執行委員Ｂ）：今回だけは何として

もダメだと。次年度についてはそうでなく

努力、という考えをもっているのか。逆に

言うと、今回は人柱になって今年度につい

ては退職させて、既成事実を国に見せると

いう立場に立っているということか。

■理事：今回と言うのは、退職手当の基準を

変えるということ、国家公務員と異なる基

準を作るということは、今年ではなく本件

について難しいと言った。この退職手当の

問題については難しいと言った。それから、

先ほどの公務員のときの話、公務員じゃな

い時の話、かなり譲ってという話だったが、

これについてはすでに言ったつもりだ。そ

もそも今は非公務員化されているが、公的

なシステムの一部として、同じ基準で算定

して同じように国から手当てしているのは

共通性があると答えたつもりだ。

□組合（執行委員Ａ）：答えていないとは言

っていない。我々としては断腸の思いで提

案をしているが、それに対して歩み寄ろう

とする姿勢が見えない。今も、本件につい

て代償措置は考えていないし、考えるつも

りもない、と言った。それでは、我々が何

のためにここに来ているかわからない。

我々は歩み寄りを目指してきている。我々

としては 100%一切減額されずに退職金を
もらいたい、もらいたいけれど、非常に不

本意ながら、100 なくなるよりは 20 なくな
るのでも仕方がない、それでも我々は組合

員から責任が問われる、それでも 100 取ら
れるよりはましだというつもりで交渉をし

ている。ところが、さっきから聞いている

と、最初から壁があって、それより後には

自分たちは下がらない、という態度にしか

見えない。こういうのは交渉とは言えない．

■理事：頂いた意見については誠意をもって

回答したつもりだ。そちらが言った内容を

やると言わないことが、誠意がない、とい

うことであれば、それは意見が違うという

ことで、そういうやりとりにならざるを得

ない。

□組合（執行委員Ａ）：それは違う。自分が

言ったことをそのまま実行しろ、などとい

う大それたことを言っているのではない。

そういうことではなくて、労働者の被る不

利益を少しでも少なくするように努力する、

こういうことなら可能であるか持ち帰って

考える、それで次回も団交をやろう、そこ

で提案する、というのを聞きに我々は来て

いる。今日 1 回で終わるとは、我々は誰も
思っていない。

■理事：繰り返しになるが、中味を聞いたう

えで、私のやり方･考え方を言った。そち

らが言った話について、歩み寄れる中味が

あればもちろん歩み寄ったと思うが、そう

でない場合は、中味は平行している。だか

ら、ちゃんとした議論になっていない。そ

こに少し議論の飛躍があるのではないか。

□組合（執行委員Ａ）：それは詭弁だ。我々

は自分の言っていることを取り入れてやれ、

と言っているのではない。例えばこういう

ことは可能ではないか、他の大学では現に

やっているという言い方をしている。その

まま、同じことをしろとは言わない。我々

の退職金をどうするか、これは就業規則を

変えようというのであれば、これだけ労働

組合からも、それから全学説明会でも反対

が多かったと聞いている、何とかもう一回
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検討して持ってくるという答えを我々は聞

きに来ている。我々が言っていることをそ

のまま飲めないから誠実に交渉していると

いう変な理解はしないで頂きたい。私はそ

んな大それたことは言わない。

■理事：ということで平行論である。

□組合（執行委員Ｃ）：他大学では実際に痛

みを緩和する措置を行っている。東北大で

はそれを行うつもりはない、という理解で

よいか。

■理事：今回の退職手当の基準の改正そのも

のについては。

□組合（書記長）：確認したい。ボーナスも

今回の退職金もそうだが、公務員の基準は

行政職をもとに出していると思うが、私も

だいぶ以前公務員として採用された時代か

ら、大学職員の退職金のベースになる給与

は、公務員よりかなり低かった。さきほど

から理事は公務員のことを強調しているが、

経営側として、退職金のベースになる給与

を公務員に合わせた額にしようという努力

を、他大学と連携してでもやろうという方

針や計画はないのか。

■理事：公務員との比較だが、個々の人につ

いてみれば比較的多い人と、比較的少ない

人がいる。マクロに官と民との動向を考え

て、全体としてどうなっているか調査し管

理するとうい全体のアプローチをしている。

大学についても、大学と民間のどことでこ

れだけ違う、ということではなく、公務員

と同様の基準で大学職員の退職手当もでき

ている。公務員全体、民間全体としてみる

と、下げることが必要だ。比率としてマク

ロな議論をしている。比率として考えた場

合、東北大学職員の給与と公務員の給与と

の差額を問題にしているのではなく、公的

部門全体として、民間と比べるとこういう

調整が必要である、ということだ。その議

論は、個々の人についてはともかく、全体

の議論としては合理的だと私は思っている。

それが一点だ。もう一点は、東北大の職員

の給与について、先ほど言われたように、

全体的にどういうことが可能かという議論

があるが、可能な具体的な努力の中で、少

しずつ可能な改善をしていくということは、

今までも勤勉手当について少しずつしてき

て、公務員との関係で少し相対的には改善

されてきたと理解している。可能なことを

行っていくことは全く賛成だ。どういうこ

とが可能かという議論だと思う。退職手当

のように、率があるものについて、そこを

変えるというアプローチは難しい。

□組合（書記長）：難しいのはわかるが、も

らった資料によると、民間の平均値よりも

我々の平均値が低い。大学はそんなに成績

の悪い企業なのか。そういうことを全国の

法人全体で検討したことはあるのか。

■理事：国大協などでいろんな議論があると

思うが、個々の大学単位で法人化している

ので、全国の大学として賃金をどうしよう

と、細かい調整をしようとしているという

ことではない。いい人を採用するためには

大学として処遇が大事だという議論は、国

大協でしていると思うが、具体的にどこを

どうしようという話にはなっていないだろ

う。

□組合（執行委員Ｃ）：要するに、東北大学

としても、国立大学全体としても、方針が

示されないのは非常に不満だが、国立大学

法人になった時に、もっとそれぞれに個性

を伸ばすのだということをさんざん言われ

た。そうするつもりは東北大にもないし、

国立大学全体にないのだと、そう聞こえて

しまうが。

■理事：法人化して 9 年目になるか、その中
で、今までの進展は、公務員時代の仕組み

からスタートして、退職手当はまさにその

ままだが、そういう仕組みをベースにして、

部分的に各大学でできることをしている。

東北大学もだが、細部まで公務員と同じに

しなければいけないということではないの

で、基本的なところは同じ、ということで

これまできている。これが事実だ。それで

いいのか、ということについては、私は、

基本的に法人化したので、可能な工夫は当

然大事だ。ここは同感だ。どんなことをど

ういう形でやればできるのか、具体的につ

めてやっていく作業をしていかないと難し

い。これまではそんなに変えるようなこと

は進んでいない。退職手当の調整率が、公

務員に比べて何％いいといったアプローチ

は難しい。そうではなく、職員を評価して、

頑張っている人に少し厚くしよう、という

ようなことならば、法人の当事者としてで

きると思う。そういうことは積み重ねてい

ったらよい。一律に出てきているものをい

じるようなことは難しい。それがこれまで

のシステムだ。事実関係としてそうだ。で

は何ができるのか、ということは、総長も、

考えなければいけない、と言っている。今
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回の退職手当をどうこうする、という範囲

では考えていない。

□組合（委員長）：説明は繰り返しになって

いる。先ほど、歩みよろうにも歩みよれる

ような内容がない、と言われた。組合がこ

れだけ歩み寄る内容を提案しているのに、

まったく検討する姿勢もない。最初からゼ

ロ回答を決めてかかっている。こんなこと

では、私たちは、新たな条件が出ない限り、

続けられない。何か考えてほしい。

■理事：ずっと意見交換をしてきて、平行論

と思っている。

□組合（委員長）：それが交渉の結論か。交

渉とは、組合の理解と同意を得て不利益の

提案をし、そして歩み寄れるところは歩み

寄る、合意に達することができれば合意に

達するものだ。その姿勢がまったくないで

はないか。

■理事：退職手当の比率のことのついては難

しい。一般論として、組合と議論する時に、

可能なところは基本的に歩みよるという考

え方だが、今回の退職手当の切り下げその

ものについては、最初から何も聞く気がな

いと言っているのではない。中身について

聞いた上で、今回そのようなことは考えて

いないと言った。意見交換した上で、我々

の案で実施する、と繰り返し言っている。

誠意をもって話をしていないとは私は思っ

ていない。

□組合（執行委員Ａ）：奇妙な論理のすりか

えがある。退職金カットについて代案を提

出する義務は我々にはない。権利もない。

我々が言っているのは、とにかくなんとか

して切り下げの幅を少なくしてほしいとい

うことだ。実際に切り下げ幅が少なくなる

ようにした大学もある。我々が個別具体的

な案を出さなければいけない義務は全くな

い。我々が出している例について、それは

できない、それはできないと言ったからと

いって、誠実に交渉しているのだというの

は、それはないでしょう。どうしたらいい

かについて考えるのは経営側でしょう。組

合側に変な責任を押しつけないでほしい。

抗議する。

■理事：責任を押しつけているつもりはない。

我々が言っているのは、退職手当の基準が

制度的に改正されていることについて、こ

のまま今回は実施したいと言っている。

□組合（執行委員Ｃ）：要するに、率であれ、

額であれ、あるいはどんな形の代償措置で

あれ、まったく考える余地はない、という

回答ではないか。

■理事：退職手当をこのように改定すること

について、代償措置をこのようにする、と

いうようなことは考えていない。この話で

はなく一般的に、総長も言っているように

一般的にどういうことができるのか、とい

うことについては、それはそうだ。それで

はなく今回の退職手当の改定について我々

が提起しているのと違うことをするという

のは、退職手当の基準について新しい考え

方をどうして提案しないのかということに

ついては、提案することは考えていない、

と繰り返し言った。これはこれでやらざる

をえない。それ以外、一般的に言えばいろ

いろあり、理解できる話もあるが、これか

らどんなことがあるか前向きに考えるとい

う一般論はよい。しかし今回の退職手当の

水準の引下げについて、では別の、引下げ

を軽減するような案を持ってこないのか、

について、今回持ってくることを考えてい

ない、と答えた。

□組合（執行委員Ｃ）：そうすると、最初か

らゼロ回答以外の回答はないと決めて、こ

の席に臨んだということになる。

■理事：いや、今いろんな議論を聞いた上で

そう言っている。いろんな話を聞いた上で、

それでも今回の退職手当の水準の引下げと

いうものについて、比率を変えようという

ようなことしようとは考えるに至っていな

い、と言っている。

□組合（副委員長）：水準の引き下げ以外の

ことについては考えているということか。

■理事：どういうことか。

□組合（副委員長）：先ほどから言っている

ように、たとえば１月末で退職したという

場合には満額の基準で退職金が支払われる。

しかし、再雇用できなくなるという不利益

を受ける。それについては補償しよう。そ

ういうことは、国の基準とは関係なく東北

大学の中だけで決められることだ。それに

ついてもまったく考える気もないという話

を先ほどから理事はしている。

■理事：いつの時点で辞めたらどの率が適用

されるかということは変えるつもりはない。

□組合（執行委員Ｃ）：そうではなく、どん

な形でも、率でも額でも、何か少しなんと

か緩和するという余地をまったく考えない

のか。

■理事：緩和するということは基本的に額の
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話ではないか。

□組合（執行委員Ｃ）：先ほど言った早期退

職制度のようなものも可能だ。我々では思

いつかないいろんな案をおそらく人事担当

者はいろいろ工夫できるはずだ。またでき

なければいけないと思う。

□組合（執行委員Ｅ）：休暇を与えるところ

もあるそうだ。

□組合（執行委員Ｃ）：もちろんそれで十分

だとは思わないが。

□組合（執行委員Ｅ）：そうだ。

■理事：休暇か。

□組合（執行委員Ａ）：我々は、それでは到

底納得できる条件ではないと思って見てい

るが、他大学では、経営側からそういう提

案がされているところもあるという例示だ。

□組合（執行委員Ｃ）：だからどんな形であ

れ、少しは何か考えようという姿勢がまっ

たく見られないということが大きな問題だ。

最初からゼロ回答だと決めてこの場に臨ん

でいるのだとするとまさに教科書通りの不

誠実団交そのものということになる。

■理事：最初から結論ありきだということで

やっているつもりはない。こうして長い間

話を聞いている。この切り下げについて、

それ自体をいじるということは考えていな

い。今後いろんな問題について、総長も言

っているようにどんなことが可能か考えて

いくことは、そうしようと思っている。今

後いろんな議論がしたい。しかしそれを今

回の代償措置とは考えていない。いろんな

議論を聞き、問題意識としては基本的に理

解できるところもある。直接的な代償措置

は、今回は考えていないということを繰り

返し言っている。これはこれで実施し、他

方いろんなことを改善するところは改善し

ていく。それは総長はじめ大学側として考

えている。この基準の話は、これはこれで

実施させてほしい。

□組合（委員長）：今日の話を聞いて判断し

たと言うが、十分検討して、やっぱり無理

だ、というプロセスはまったく踏んでいな

いと思う。一度役員会なり人事なりで検討

して提案してほしい。

■理事：今回の 2 月 1 日実施の代償措置とし
てそういうことを検討することは考えてい

ない。いろんな議論をふまえて、これから

いろんなことを検討していく参考にするが、

2 月 1 日に速やかに実施することは、それ
はそれで大事だ。

□組合（委員長）：全然大事でない。何が大

事なのか。我々の待遇とそういう手続きと

どちらが大事なのか。

■理事：待遇については、退職手当の基準そ

のものについてはこれで実施させてほしい

と言っている。それ以外のいろんな問題に

ついて引き続きいろいろ考えるということ

は、そもそもやることにしているので、こ

れはこれで参考にするが。職員の処遇は大

事だが、この基準を改定することは必要だ。

処遇が大事ではないから引き下げる、とは

言っていない。

□組合（執行委員Ｂ）：だから、理事はどう

いう努力をしたのか、と聞いている。私た

ちを説得できるような努力を聞かせてほし

い。

□組合（執行委員Ｆ）：その中身が全然伝わ

ってこない。

□組合（執行委員Ｂ）：そうだ。考えていな

いとか、考えないとか、なんですか。そん

な姿勢で良いのか。

■理事：今日も午前中、総合技術部の集まり

があったが、教室系技術職員の人事異動な

ど、職員のやる気がでる人が増えるような

改革を一つでも二つでもやっていきたいと

思っている。それ以外でもこれからいろい

ろ検討・実施していきたいと思っている。

そういうことは引き続きやろうと思ってい

る。今の時点で、これを提案するタイミン

グでそういうものを提案するということは

しない。大事だというのなら形を示せとい

うことについては受けとめる。一つでも二

つでも改善するということは見せる。

□組合（執行委員Ｆ）：役員会で、今回の組

合との交渉でこんな話があったということ

は報告するのか。もう一回話し合いをもっ

たらいいのではないか。

■理事：今回の基準を変えるということ自体

について、違う案を作るということは考え

ていない。職員の処遇が大事でないといこ

とではないが、退職手当の支給率そのもの

については、こうした提案が適当だと、そ

れ以外について、たとえば人事制度として

どういう改善ができるかということについ

て去年から検討しているので、来年度以降

提案したいと思っている。具体的な提案が

できる段階にはきていない。平行論だった

ということで報告する。また 2 月 1 日の率
の実施については、実施させてほしいと言

って平行論だったと報告する。職員の処遇
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の問題について、法人としてもっと考えら

れるのではないかという声がいろいろあっ

たこと、総長も言っているように可能なこ

とはやらなければいけないと言ったことに

ついては引き続きいろんな議論をして成案

を得たものについては実施する、というこ

とを総長に報告したい。2 月 1 日に基準を
改定すること自体については実施させてほ

しいと言い、平行論だったということが、

私の報告だ。

□組合（執行委員Ｃ）：平行論ではない。平

行論とは、我々が何か一貫した主張をして、

そして理事も何か一貫した主張をするのが

平行論だ。我々の方は、様々な形であれは

どうだ、これはどうだと譲歩したが、それ

に対して理事は一歩も譲らなかった、とい

うのがこの数時間ではないか。

■理事：率をどうするか、額をどうするかと

いう今回の基準を変えることについては。

□組合（執行委員Ｃ）：それ以外の提案もし

ていることについて言っている。

□組合（執行委員Ａ）：先ほどから代償措置

について聞いている。代償措置というもの

は、切り下げをするのならば他の何かで代

償してほしいと、我々の痛みが事実上、も

っと軽くなるようにと、そういうことは何

をするのかと聞いたら、何もない、と。そ

れがずっと続いている。我々が言っている

ことを変なふうにねじ曲げないでほしい。

我々は、必要性について納得できないなが

らも話は聞いた。しかし問題は、相当性、

代償措置までも含めて全部セットでないと

答えようがない。引下げの水準について、

それを変えられないと理事が言って、その

ことをもって理事が平行線というのは、今

までの議論を著しく歪曲しているのでやめ

てほしい。

■理事：率を変えないまでも、退職手当が減

るということについて、そこを直接代償す

るのは難しいと私は言っている。定額でい

くらだそう、というような代償措置は難し

いと。

□組合（副委員長）：それ以外の代償は検討

できるということか。

■理事：直接、今回の切り下げそのものの代

償措置ということではなく、この機会に、

いろんな他の問題があるということは、別

の議論としておこなうことはありだ。定額

でも定率でも、直接それを緩和するような、

そういう直接の代償措置は難しい。

□組合（副委員長）：金銭的でないというこ

とか。

■理事：基準を切り下げるのだから、それに

対する直接的な代償措置というのは金銭的

なものだ。

□組合（副委員長）：直接的なというと、で

は、直接的ではないものは。

■理事：いろんな問題について、こういうこ

とはどうなのかと、いろんな議論があれば。

直接の代償措置については、今回議論する

ということはできない。

□組合（執行委員Ｃ）：財源のかからない措

置もあり得るのではないか。

■理事：それは、直接的な代償措置ではなく、

財源がかからないということは、そもそも

退職手当が下がるわけで。

□組合（執行委員Ｃ）：休暇を出すなどとい

うことは一銭もかからないのではないか。

そういうことすら検討しないのか。

■理事：具体的にどういうことなのか言って

ほしい。

□組合（執行委員Ｃ）：それは逆だ。

□組合（執行委員Ｂ）：理事としての給料を

もらっていて全然働いていないではないか。

■理事：そんなことはない。具体的に例を出

してほしいと言っている。

□組合（執行委員Ｂ）：そういうことはとっ

くに知っているのではないか。

□組合（執行委員Ｃ）：他大学では、これに

伴って金銭的な補償はできないので、代わ

りに年間○日間の特別休暇を措置する、と

いうような提案があったところもある。一

銭もかからないのではないか。

■理事：考え方による。

□組合（執行委員Ｃ）：だから、そういうこ

とも含めて、まったく何も考えるつもりが

ないと言われると、それは団体交渉での答

弁としてはまずいのではないか。

■理事：何も考えるつもりがないと言ってい

るのではなく。

□組合（執行委員Ｂ）：出てこないのはそう

いうことではないか。

■理事：直接的な代償措置は。

□組合（執行委員Ｃ）：直接的なものでなく

てもいい。せめて、こう言うことを検討さ

せてくれないか、ということすらないのか。

□組合（執行委員Ｂ）：今回、こういうふう

に考えたから、ぜひ納得してもらえないか、

という姿勢がまったく見えない。

■理事：繰り返すが、今回の 2 月 1 日という
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ものを実施して、今回の切り下げの問題と

は別に、こういう問題も議論としてある、

と議論するのならよいが、直接これとリン

クした代償措置ということで今のタイミン

グですることは考えていない。他にこうい

うことはどうか、と組合が提案・問題提起

するのはよいが、直接の代償措置というの

は考えていない。2月 1日実施については、
我々としてはもっと具体的に議論したいと

思っていたがこういう議論になっている。

2 月 1 日については実施させてもらい、直
接の代償措置は考えていない、それ以外に

大事ではないかという話をしてもらい、2
月 1 日実施の問題とは別に引き続き議論し
ていくということはやってもよい。今回の

話と代償措置をパッケージとしてという話

は。基準の話を実施すること自体は良いと

して実施させてもらい、それ以外にこうい

う話はどうかと。

□組合（執行委員Ａ）：今の言葉の中で、聞

き捨てならない言葉があった。今回の基準

の引下げそのものについては良いとは我々

は一言も言っていない。必要性そのものに

まず疑義がある。相当性には大いに疑義が

あるし、まったく説明になっていない。代

償措置はまったく考えられていない。それ

では判断ができない、と言っている。

■理事：では言い直す。今回の退職手当の水

準の切り下げについては、組合としては、

そもそも反対だということをずっと言って

いる。大学としては、必要性等を説明した。

組合からの反対の問題提起に対して説明も

した。そう言う意味で、我々の今回の退職

手当の基準についての改定に、組合として

は反対だという立場で、大学としては 2 月
1 日実施したいと最後まで言った。平行線
で終わった、ということだ。それに加えて、

直接的に、水準を切り下げることについて

代償措置をするということは考えていない

と私から繰り返し言った。それに対して、

直接率や額を変えるということではなく、

そういうこともあるのだから、例えば他の

ことでこういうこと、こういうことを考え

てはどうかという問題提起が組合からあっ

た。それは、別の問題としてそういうもの

を、別の問題として議論するということな

ら引き続き議論させてほしいと言った。し

たがって、これは同意してもらったという

ことではなく、2 月 1 日のこの措置につい
ては、代償措置を講ずることなく、それ自

体は引き続き実施したいと私は言った。そ

れに対して組合は反対だと言った。私がさ

らに言ったのは、今回の話に直接変更を及

ぼすような措置は考えていない、しかし、

他の、こういうことを実施するということ

で、それを進めていく上で、他にこれはど

うかという問題提起がされて我々として検

討できることがあれば、別途議論させてほ

しい。これが私の側から今日の議論をまと

めたものだ。

□組合（執行委員Ｃ）：そういうことならば、

必要性も、まだ我々はまったく納得してい

ないので、なぜこれが必要なのかというこ

とについて、もう一度話を蒸し返すが、そ

れでよいか。

■理事：では先ほどと同じ説明をもう一度す

る。

□組合（執行委員Ｃ）：いや、もう少し別の

観点から聞く。まず、国から来る額が減る

のはわかったが、その通りに退職金を払わ

なければならないという制度はどこにも書

いていないのではないか。法人で独自に制

度を決めることができるのではないか。

■理事：制度論としてそういう余地がありう

るということか。制度論としてはあり得る。

□組合（執行委員Ｃ）：法人の中で、退職金

に他のところからお金を回すことはできる

のではないか。

■理事：できるか、という時には、手続き的

に可能であるか、ということと、そういう

ことをすべきであるか、ということがある。

ただできるかということを聞かれているの

か、中身のことを考えてできるかと聞かれ

ているのか。

□組合（執行委員Ｃ）：手続き上可能か。

■理事：手続き的には可能だ。しかし中身と

してはすべきでない。

□組合（執行委員Ｃ）：手続き的に可能だと

いう回答だと理解した。大学全体の収入に

占める運営交付金の割合は何％か。

■理事：そもそもその中身について、東北大

学の何割か独自の財源でそれを実現すると

いうことは。

□組合（執行委員Ｃ）：とりあえず数字を答

えてほしい。

■理事：それはこの議論と直接関係がない。

□組合（執行委員Ｃ）：関係がある。関係が

あるから聞いている。答えてほしい。

■理事：私は関係ないと思う。

□組合（執行委員Ｃ）：それは理事が判断す
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ることではない。

□組合（執行委員Ｂ）：質問に答えてほしい。

■理事：それは、私は具体的な資料をもって

いない。公表資料は知っているか。

□組合（執行委員Ｃ）：わからないから聞い

ている。答えてほしい。

□組合（執行委員Ｂ）：事務の人がいっぱい

いるのだから聞いてほしい。理事に教えて

ほしい。

□組合（執行委員Ｃ）：もちろん、ざっくり

した数字で良い。

■人事課：退職手当か。

□組合（執行委員Ｃ）：そうではなく、東北

大学を運営するお金全部のことを聞いてい

る。

■理事：では調べて答える。

□組合（執行委員Ｃ）：運営費交付金の割合

が 1 割ということはありえない。9 割とい
うこともあり得ないだろう。国から税金で

手当されている分だからその通りやらなけ

ればいけないという議論は、少なくとも、

運営費交付金（以外）の比率分は割り引い

て考えてほしい。

■理事：私は、その比率がどうであるかとい

うことよりも、その比率が何％であるにせ

よ、研究、学生支援ということで大学とし

てのパフォーマンスをあげる国民の期待に

応えるために必要なお金ならば、もっとも

っと必要だと皆言っていると思う。したが

って、その比率が何％であるかにかかわら

ず、私は、職員の退職手当は大事だが、そ

のために億単位の、千万単位にせよ、もっ

てくることは適当ではないと。

□組合（執行委員Ｃ）：そういうことを言っ

ているのではない。たとえば、私立大学に

も国からの補助金は相当多額に入っている。

大学によってはおそらく半分近く占めると

ころもある。そこのところの給与水準が、

国から税金が入っているからといってとや

かく言われることはない。東北大学との違

いは何か。

■理事：一番大きな違いは、国立大学という

ことで、国の公的な行政の仕組みの一部で

ある。退職手当についていえば、国の基準

で国から支給されている。これが違いとし

て大きい。

□組合（執行委員Ｃ）：国の行政機関の一部

ではないのではないか。

■理事：行政機関といった時には、入らない

と思う。しかし、国が政策を立案して実施

する全体的なシステムの一部ではある。政

府として行政ニーズを達成するための仕組

みの一部ではある。

□組合（執行委員Ｃ）：根本的な議論を始め

てしまうと終わらなくなってしまうが。人

事制度に関して、大学法人そのものには、

裁量性はどの程度あるのか。

■理事：どの程度という答えは、漠として難

しい。ものによりけりだと思う。

□組合（執行委員Ｃ）：人件費は。

■理事：カチッと決まっているところもあれ

ば。

□組合（執行委員Ｃ）：カチッと決まってい

るのは、国がカチッと決まっているのはわ

かるが、法人としてはかちっと決めなくて

も良いのではないか。

■理事：そこは、国として国の基準で決めて、

そういうものを法人に対して毎年手当する。

したがってそこは、国として、法人が自分

で退職手当を必要なものを稼いできて何と

かするというのではなく、退職手当は基本

的に基準にそって必要な額を措置するとい

うことだ、ということで担保しているとい

うことで考えたら良いと思う。

□組合（執行委員Ｃ）：国の方で、制度がき

ちんと決まっているが、法人としては、そ

れはそれとして、その位のお金は国から来

るのだということで、独自の制度を設計で

きるのではないか。

■理事：そこは、先ほどの必要性で言ったこ

とだ。要するに、どういうことが適切であ

るか。そこは判断だと思う。国としても、

要請がきているので、政府のレベルでもそ

ういう判断をし、我々としてはそういうこ

ともふまえて、公務員と同様の基準を維持

するということが今回の改定において重要

であると、我々が判断している。

□組合（執行委員Ｃ）：今の話にはいくつか

引っかかるところがあり、もともとの話が

わからなくなるが、まさに国から来るのが

この位である。それは一つの条件であり、

判断もある。それでなぜそうしなければい

けないのか、ということだ。理事が最初か

ら言っているのは、国民の理解が得られな

い、ということだが、その根拠が私にはわ

からない。国民の声として、役人の給与が

高いから下げろという声がいっぱいあるの

はわかる。しかし、大学の教職員が高いか

ら下げろという声は、私は聞いたことがな

いが、区別はできないのか。
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■理事：そこは、公的な仕組みの中で、この

前の給与の減額をしたときもそうだった。

公務員について実施し、それ以外の法人に

ついても実施し、要するに、政治的にいう

と、公的部門が血を流すという話かもしれ

ないが、公務員だけではなく国の仕組みの

一部で国から予算が手当されているところ

については、そういう議論は共通だと、こ

ういうことが世の中で一般的に理解されて

いることだと、私は思っている。

□組合（執行委員Ｃ）：その根拠が私にはわ

からない。国に対する、公務員に対する批

判はいろんなところで聞いているが。

■理事：国民の税金を使って、国から予算を

出してやっている部分について、できるだ

け切りつめる議論をする。今回については、

官民の問題について、官とは公務員だけで

なく公的な法人も含めてだが、だからこそ

国からも、準じてやってほしい、必要な措

置をとってほしい、という要請が来る。

□組合（執行委員Ｃ）：そうすると、大学の

教職員は、役人が恨まれていることの、と

ばっちりを受けている、ということではな

いか。

■理事：いや、役人が恨まれているというこ

となのかどうか。

□組合（執行委員Ｃ）：そのように理事が言

っているのだ。国民の理解が得られないと。

■理事：役人が恨まれているとは言っていな

い。公務員についての退職手当のターゲッ

トという時に、公的な法人について同様の

ことを考える。したがって一つの公的なシ

ステムの中で、税金で退職手当が措置され

ているというものについて、その意味では

共通性がある議論になっている、と言って

いる。

□組合（執行委員Ｃ）：国が、公的なセクタ

ーとして一緒くたに動いてくれ、というの

はわかるが、大学はそれでいいのか。独自

の財政政策がとれるはずではないか。

■理事：独自にと言った時に、仕組み上の制

約がある。必要な額を全部自分で出すとい

うことにはなっていない。退職金について

言えば、国から手当がされて、こちらでも

国の基準によって支給するということで、

必要な額は国から措置されている。それで

担保されている。そういう仕組みがあって、

退職手当を実際に職員に払っている。

□組合（執行委員Ｃ）：公的に手当される分

はそうだろうが、そうでない部分もあり、

その分は痛みが緩和されても良いのではな

いか。

■理事：退職手当については、必要な額は国

から措置される。

□組合（執行委員Ｃ）：退職手当にいくら必

要かということは大学が決めるべきことで、

それに対して国がいくら出してくれるかは、

その中の条件の一つにしか過ぎない。

■理事：国民の理解を得るということから考

えると、まさに、社会一般の情勢というこ

とから国民の理解が大事なのだが、どうす

ることが国民の理解を得て、社会一般の情

勢に応じていることになるのかというと、

人事院勧告なので民間全体を把握して、民

間全体でどうなっているかと比較して、公

務員についてこうしようと。退職手当のよ

うに、公的法人については国と同様にして

社会一般の情勢に対応しようという仕掛け

だ。

□組合（執行委員Ｃ）：今民間の水準のこと

を言ったが、民間の水準が 2,548 万、大学
でそれに相当する人は 2,328 万だ。これで
納得してもらえないのか。

■理事：今回、民間と比べて何円だというこ

とを、東北大学についても他大学について

もやるということではなく、一番。

□組合（執行委員Ｃ）：なぜやらないのか。

■理事：比較をするという時に、こういう大

事なことなので、当然、国民も含めて納得

性があるようなしっかりしたものをベース

に。

□組合（執行委員Ｃ）：この 2,548 万というの
は人事院の出した数字だ。ものすごく説得

性がある。他方の我々の大学の平均額も事

実だ。比べられないか。

■理事：国家公務員。

□組合（執行委員Ｃ）：公務員は関係ない。

■理事：説明させてほしい。

□組合（執行委員Ｃ）：同じことを何遍も聞

くのもちょっと。

■理事：同じ答えに相当することを聞かれる

から答えている。聞くのをやめてくれれば

言わずにすむ。同じポイントなので、そこ

が大事だ。しょうがない。国家公務員、人

事院勧告の中で民間全体の水準を調べて、

国家公務員全体と比較して、それで公務員

を上げていくのか下げていくのか、こうい

うことが趣旨にある。大学の職員ももとも

と公務員だったことから、退職手当につい

てもそこをベースにして今日までつながっ
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ている。したがって、今は公務員ではない

が、公務員としてやってきた仕組みのベー

スの上に今もある。したがって、公的部門、

公務員全体について率をこのように下げる

のがいいのではないかという公的な議論を、

公的な部門全体の職員についても下げる、

もとの仕組みが残っているから、公務員と

同じように適用するということは、相当程

度の合理性がある。

□組合（執行委員Ｃ）：もとの仕組みが残っ

て入るが、それをベースにするのはいかが

なものか。大学は独自に給与方針を出す必

要が本当はあるのではないか。

■理事：人件費も退職手当も、もっと大学が

自分で稼いできて、独立採算制のようにな

ればどんどんそういう議論ができるように

なってくると思うが、退職手当に見られる

ように、一定の国の基準にしたがって一定

の措置がされてやっている時に、それはそ

れでもらって、別途事業のお金から積み増

しするというのは、それが理解されるかと

いうと、今の仕組みの中で、そこだけをす

ることは現状では難しい。

□組合（執行委員Ｃ）：実際問題として、世

間が納得しないと言うが、世間に対して、

東北大学の職員の退職金の額はこれくらい

だ、民間の額はこれくらいだ、国家公務員

はこれくらいだと並べても良いが、それで

納得してもらえないとは到底思えない。

■理事：退職手当の額は、公務員の中でも東

北大学の中でも、比較的多い人、比較的少

ない人がいる。国家公務員の中でも東京に

いる人も仙台にいる人もいる。少しずつ皆

違う。違っているが、国全体としてみた時

に、民間がどんどん減っているが公務員は

それと同じように減っていないということ

になると、全体として見るとこういう差が

ある、ということになるが、マクロなモノ

サシとして有効だ。

□組合（執行委員Ｃ）：もちろん、一人ひと

りを比べるなどという話は誰もしてない。

そのために平均額というものがあり、その

平均額で計算されているのではないか。

■理事：それは公務員全体について出してい

るものだ。したがって、公務員全体として

の方向性、つまり水準を維持すればよいの

か、上げれば良いのか、下げれば良いのか、

という基準として使われている。公務員の

制度の中で東北大学も、退職手当について

は同じ基準が使われている。中では、東京、

東北大学、ある省、他のある大学等で少し

ずつ違う。そういう違いは内部でありなが

らも、公的部門全体として、民間と比べて

上がっているのか下がっているのか、その

方向性を出して、公的部門全体の中で比較

的多い人、少ない人はいるが、方向性とし

ては共通して使う。そこは合理的だと思う。

おかしくない。

□組合（執行委員Ｃ）：つまり、理事の考え

では、大学の職員は、公務員一般に比べて

退職金が 500 万~600 万少ないのが正しい
姿だということか。

■理事：この数字から 500 万~600 万少ない
と、簡単には出てこないと私は思う。基本

的に、今回は基準、調整率の話をしている。

その率が民間と公的部門全体との均衡を考

えた時に、公務員全体として民間と比べて

相対的に多くなっている。同じ公務員の中

にいて、東北大学やどこかの省など少しず

つ違うと思う。それはもともとの公務員の

ところから引き続き違うということだ。そ

ういうものとして見たときに、公務員全体

が、官民の均衡ということではもう少し下

げた方が良いのではないかという時に、全

体としての方向性の議論が基本的には使う

のが合理的なやり方だ。

□組合（執行委員Ｃ）：では、公務員と比べ

るのはやめ、民間と比べる。民間の退職手

当総額 2,548 万、東北大学の一般職員は、
それよりも 200 万~300 万少ないのが、正
しい在り方なのか。それをさらに下げるの

が正しいということか。

■理事：民間と東北大を比べて何万円違うと

いうことは、今出ている資料からは出てこ

ないと思う。

□組合（執行委員Ｃ）：人事院で官民の格差

を比較する時に出した民の数字が 2,548 万
だ。それと比べてはいけないのか。すでに

民間よりも 100 万低い。それをさらに下げ
るということだ。

■理事：2,548 万についてだが、公務員につ
いても東北大学職員についても、共済なの

で、それを足して全体の比較をしなければ

いけない。退職手当と民間の企業年金が入

ったものとを比べているわけではないので

はないか。

□組合（執行委員Ｃ）：人事院が比較するの

に、この 2,548 万を使うのが相応しいと判
断して、これを使っているのではないか。

1,402 万を使うのはよろしくなく、2,548 万
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を使った方が正しい比較ができるというの

は、人事院の判断ではないか。

■理事：そうだ。

□組合（執行委員Ｃ）：それと我々がもらう

額を比較してはいけないのか。

■理事：それは退職手当であって、民間との

比較をする時には、共済の関係の分を公務

員と同じように大学の職員の分もあるので、

そこは東北大学職員の退職手当そのものを

比べるということではない。

□組合（執行委員Ｃ）：では、その数字を示

してほしい。

■理事：東北大学の職員について、限られた

データで、民間と比べるのは納得性がある

のか。

□組合（執行委員Ｃ）：2,548 万と比べてはな
ぜいけないのか。

■理事：今回の話も、これまでの給与の話も、

東北大学の職員の給与を調べて、それを民

間と比較するということはやっていない。

公務員全体の趨勢、動向と、東北大学につ

いては、退職手当の基準が公務員と基本的

に同様の構造であるということ、公的な部

門全体として民間との関係で上げるべきか

下げるべきか、そういう方向を、東北大学

であれ他の法人であれ、そこをベースとす

ることが適当である、ということを言って

いる。個々の法人ごとに金額を出して、そ

の法人単位で民間と同じかどうかという議

論をするということはしていない。そうい

うことをすることは妥当だとは思わない、

と繰り返し言っている。

□組合（執行委員Ｃ）：それは通則法に反し

ていないか。個々の法人の業務の実績を考

えなければいけないのだから、法人ごとに

変わらなければいけないのではないか。

■理事：業績も社会一般の情勢もあるが、そ

ういう視点にもとづいて、具体的にどうい

うふうに金額をさらに改善し、あるいは抑

制することを考えるか、ということになる。

その時に、しっかりとしたベースになるも

のがないといけない。それは統計的な面も

含めて、人事院の方で公務員全体の給与、

退職手当について出ているということと、

それと東北大学については退職手当の基準

が同じであるということから基本的な構造

は公務員と同様である。したがって公務員

全体について、全体として上げるべきか下

げるべきか、そういう議論はベースとして

使える。それは現時点で使うことが妥当だ。

□組合（執行委員Ｃ）：まだまだやりたいが、

時間的にどうか。

□組合（委員長）：大学全体の財務の資料が

あるといいが。

□組合（執行委員Ｃ）：どの位の比率になっ

ているか。

■理事：h23 年度の収入においては、運営交
付金は全体の 39.6％だ。

□組合（執行委員Ｃ）：約 4割ということだ。
その意味では 6 割分は授業料などの他、何
らかの形で本学が稼ぎだしている。その分

についていくらか考慮してもらえると期待

するのは間違いか。

■理事：そういう論点に対しては、退職手当

については国は 4 割出せばいいのではない
か、という論点がある。6 割稼いでいるの
だから、それでやらせてほしいと。

□組合（執行委員Ｃ）：それこそ病院をもっ

ていない大学にとってはひどい話をするこ

とになるが、大学によって差がついても良

いから、うちは収入があるのだからできる

ではないか、という判断をしてよい、とい

うのが独立行政法人通則法ではないか。

■理事：そこは、そういう通則法のもとで、

どういう問題をどのように処理するかとい

う時に、いろんな実際の取り組みがあり、

実際の中身が形づくられてきている。退職

手当については、通則法のもとでやってい

るかといえば、国の基準で算定したものを

しっかりと。おそらく国立大学法人、独立

行政法人について、今言われたような、法

人としてどのようにやっていくか、できる

だけ法人としてパフォーマンスを上げよう

と論点もある。他方、以前からこういう議

論もある。法人化したら独立採算制だから

勝手に自分で稼いできてやるのではないか、

財政的に独立するのではないかと、こうい

う極論も世の中にはあり、いやそうではな

い、国として必要なことをやるのだから、

国として必要な手当をするのだという議論

もあり、その二つの違う視点があり、個々

の話が具体的にどうなるかという話があり、

退職金については国の仕組みがそのまま残

っているという一般論が各論の中で、それ

ぞれいろんな枠組みでできている。

□組合（執行委員Ｃ）：2,548万の話に戻るが、
我々として納得しがたい。なぜ民間よりも

低いのにさらに削られなければならないの

か。それは職員誰もが思う。そこのところ

でどういう合理的な理由があるのか。いっ
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ぱいもらっている霞ヶ関の人が減らされる

のはしょうがない。しかしそもそも今でも

民間より低いのに、なぜこれからさらに減

らされなければならないのか。それを説明

しないと、必要性の説明にはならないので

はないか。

■理事：国家公務員を考えた時に、一人ひと

りを見れば民間の平均より多い人もいれば

少ない人もいる。では多い人ができるのか

といえば、みな同じ率だ。公務員全体とし

ての方向性だ。中でのばらつきはある。公

的部門全体を見た時に、組織間でみてもば

らつきがあるということだ。では、民間の

平均より少ない省、少ない法人については

少ないからやらないのかといえば、それは

ない。全体として修正するのが公務員の人

件費についての考え方、またそれが法人に

ついて準用されている。

□組合（執行委員Ｃ）：2つ問題点が出てきた。
まずは、同じようにやると言うが、実際は

違うのではないか。多く減らされる人もい

れば、そうでない人もいる。退職金につい

てはともかくとして、そういう制度変更が

あったこともあるだろう。多いところから

はたくさんとり、少ないところからは少な

くとり、という制度設計があった。それか

ら、それでも我々が納得いかないのは、公

務員ではなくなったと言われ、なのになぜ、

公務員と同じように減らされる時だけ減ら

されるのか。ここのところは、本当に納得

ができない。

■理事：人事院勧告などで、下げられるとき

だけでなく上げられる時もある。下げられ

る時だけ一緒なのではなく、上げられる時

も一緒だ。

□組合（執行委員Ａ）：一度だけ、何年前か、

リーマンショックがおこったその年に出た

人勧は、前の年の民間の水準を反映してい

てプラスだった。その年、本学は据置きで

やって、人勧通りの昇給はなかった。だか

ら今の言葉は事実に即していない。

□組合（委員長）：民間との比較という議論

の中で、今はデータが出せないと言われた

が、ぜひ 2,547 万の人事院が基準にしてい
るものの中に、年金部分が入っている、公

務員の場合は共済年金が、ということだが、

今回資料として出されたものは共済年金が

入っていないものだということなので、そ

れならば比較できるようなものをデータと

して出してほしい。

□組合（書記長）：それとあわせて、全国の

大学法人の退職金についても、このような

リストが作れるのならば。そうでないと、

先ほど理事が言ったような高い省庁、低い

省庁という比較についてはデータがないの

でできず、東北大学だけの比較はできない。

全国のデータがわからないと、人事院によ

る公務員と民間の比較は全国のものだから。

■理事：今の２点については、東北大は何万

円、民間は何万円、他大学は何万円であっ

て、東北大学はこれだけ高いから下げる、

という議論をしているわけではないので、

その議論を掘り下げてすることは生産的だ

とは思わない。したがって、今の点につい

ては対応できない。

□組合（委員長）：それは、論理が違うから

というが、我々はその傾向をみて率で引き

下げる、という論理も納得していない。だ

から、もう少し納得のできる情報がほしい。

額を示してほしい。それがダメだとすると、

必要性のところの理解がすすまない状況だ。

■理事：私はここのところについては、議論

されたことになるべく答えているが、基本

的に考え方の違う議論の時に、我々として

はそういうことで提案しているのではない

と言っているので、その切り口からきたら

どうかということで時間をたくさん使うと

いうことは。

□組合（執行委員Ｃ）：必要であるというこ

とは、我々は、どうしても納得できない。

それが大きな問題だ。理事の説明の趣旨は

よくわかった。要するに、同じ傾向で動か

すのだということで、そういう論理があり

うることは認めるが、当然だが、それが正

しいとは思わない。なぜ、もともと低いも

のがさらに引き下げられるのか。この疑問

の方がきわめて普通の、まっとうな疑問だ

と私は思うが、そこのところを、なんとか

必要性を理解させる義務が理事にはあるの

ではないか。

■理事：そういう切り口で議論をするよりも、

私が言った切り口で議論をしてもらわない

と。我々はそういう切り口で提案している

のだから。

□組合（執行委員Ｃ）：いや、減らされるの

は我々なのだから、我々が納得するような

話をしてくれないと、それは納得しないの

ではないか。理事がそういう考えだという

ことはわかったが、それは我々が納得する

論理ではない。そこが大きな問題だ。
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□組合（委員長）：そうだ。

■理事：私は平行論という言い方は好きでは

ないが、基本的にそういう考え方でするか

どうか、我々はこういう考え方が大事だと

思っているのでそこのところで説明すると

いうことだ。

□組合（委員長）：そういうことを我々は不

誠実交渉だと先ほどから言っている。我々

が求めたデータも出さない。まさに不誠実

交渉の典型だ。

■理事：我々としてできるだけ早く交渉して、

2 月 1 日に向けてできるだけ時間をとりた
いと思ってやってきている。繰り返しにな

るが、率直に言う。こういう時期になって

きて、我々としては議論のポイントを、そ

ういう趣旨ではないということを言ってき

た。委員長は、我々の趣旨はこういうこと

だと言うが、今のタイミングで我々として

考えていないことについて、時間をとって

議論していくということは難しい。たとえ

ば今月の始めから交渉していたら、そのく

らいのことは可能だったかもしれないが。

□組合（執行委員Ｂ）：それはこちらの問題

ではない。本来ならばそちらからこちらに

申し入れなければならない立場だったのが、

論点をすり替えて、責任が組合にあるなど

とは、そんな不調法な話はないではないか。

■理事：いや、責任があると言っているので

はない。このタイミングで。

□組合（執行委員Ｂ）：こんな大事なことを。

本来ならもっと早くから、こんなことを考

えているのだと。今になってでも、話し合

おうという立場にたっているのだ。私たち

労働者の生活を守る上で必要な話し合いを

しようという立場に立っているのだ。

■理事：私は、今後、明確な不利益変更の場

合にはこちらから連絡して交渉しようと言

ったが、今までそういう慣行だったとは理

解していなかったのだ。

□組合（執行委員Ｂ）：それは大学当局の中

での話だ。

■理事：慣行として確立していたかどうかに

ついては、水掛け論になるので。

□組合（執行委員Ｂ）：水掛け論ではない。

すごく大事な話だ。

■理事：こちらとして、慣行として、そうい

うものが確立しているとは理解していなか

った。

□組合（執行委員Ｂ）：それは、あなたが、

ですね。

■理事：違う。

□組合（執行委員Ｂ）：事務が皆そうだった

ということか。

■理事：そうだ。

□組合（執行委員Ｂ）：そんな。みんなそう

なのか、聞いてほしい。

■理事：私が聞いたのだからもう結構だ。さ

っき打合せをしたのだからことでやる必要

はない。私は聞いた。それで私の理解は先

ほどの通りだ。

□組合（執行委員Ｂ）：だらしない事務だ。

■理事：それは立場の違いだ。

□組合（執行委員Ｂ）：それはない。

■理事：そういうものが慣行として確立して

いたということではない。

□組合（執行委員Ｂ）：我々のために大学が

成り立っているのであり、あなたのために

大学が成り立っているのではない。

■理事：それは話が違う。仕事の仕方として、

過去どういうふうに慣行になっているかと

いう事実関係の問題だ。別に私のため云々

ということではない。そんなことは誰も言

っていない。

□組合（執行委員Ｂ）：そういうことを言わ

せるような話をするからだ。

■理事：それは、ここでずっと議論している

のだから、それぞれの立場でやらざるを得

ないということは、互いに言わざるをえな

いのではないか。したがって、東北大学と

民間とは、何万円だから何万円下げたら良

い、というアプローチでこれを考えること

は適当であるとは、私は思っていない。デ

ータを出して、これがどうですね、という

ような議論は、そもそもの問題提起だと思

っていない。そういうことに労力を割くと

いうことは、率直に言って考えていない。

■理事：今の理事の発言を記録しておく。

□組合（委員長）：このまま 2 月 1 日に実施
するのか。

■理事：議論はこれで平行だと思うので、私

は 2月 1日にやらざるを得ないと思う。
□組合（執行委員Ｃ）：それは、労働契約法

第 10 条の要件を十分に満たしていない状
態だと思うが。

■理事：議論の論点として言い、そちらから

も話があって、それぞれが言ったことに対

して、議論として理解できない、その論点

で議論することが、議論として生産的だと

思わないということを互いに言い合ったの

だから、そういうことで議論が必ずしも細
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かいところまで共通の認識になるというこ

とは、なれば良いのだが必ずしもならない

ことはあるので、認識にズレが残ったから、

労働契約法第 10 条の手続き上問題がある
ということではない。我々の考え方はでき

るだけ言ったつもりだ。中身から言って、

相当その水準が下がるのだから、一つの切

り口で繰り返し説明しても、そちらが十分

納得したということではないと、そう言わ

れることはあると思う。

□組合（執行委員Ｃ）：我々は、必要性とし

てこういうものを示してほしいと言ったの

に対して、理事は、そこは論点ではないと

言った。

■理事：そもそもこういう水準を考えるとい

う、そういう切り口では考えていないとい

うことだ。

□組合（執行委員Ｃ）：理事が考えていない

ことはわかるが、我々はそこが重要だと思

うが、それが議論してもらえない。

■理事：そこの数字を見てどうだという議論

をするつもりはない。ここの数字をみて、

それで何万円が妥当だということを考える

ことが適当だとは思わないからだ。そうい

う議論としてやるということならば意味が

あるかもしれないが、我々は、そういう東

北大学と民間との金額を比べて給与をどう

こうするという仕組みがちゃんとできて、

それでやっていくという方向転換をするこ

とが妥当だとは今思っていない。したがっ

て、そういう観点から妥当かどうかを検証

するためにデータを出してくれと言われて

も、その論点で議論することが適当だと思

っていない。我々として議論しようがない。

□組合（執行委員Ａ）：これは、退職金の金

額がいくら減るかということは我々にとっ

て切実な問題であり、そこで数字がどうこ

うは関係ないという、そういう議論にはつ

いていけない。

■理事：どういう人がどれだけ減るかという

ことは試算例を出している。今私が言って

いるのは、民間の人の数字と比べて東北大

学の退職手当をどうするかというような枠

組みでこの問題を考えることが適当だとは

思っていない、と言っている。個々の人の

数字がどうなるかは大事なので、どういう

人はいくらだという数字は出している。

□組合（委員長）：こちらがこういう説明を

してほしいという根拠も出してもらえない。

出してもらえるまで我々は。

□組合（副委員長）：先ほどから言っている

ことで、理事は理解していない可能性があ

ると思うので、人事課に聞きたいが、たと

えば 1 月 31 日で退職したいと、本来 3 月
定年退職の人が言った場合、退職金はどう

なるのか。どういうふうに計算されるのか。

■人事課：今回の 2月実施で。
□組合（副委員長）：そうだ。3 月 31 日で定
年退職の人が。

■人事課：現行の規定によって。

□組合（副委員長）：1 月 31 日に退職したい
という場合に、今からでも間に合うのか。

□組合（委員長）：たとえば明日言って、1 月
31日付でやめることは可能か。

□組合（副委員長）：これは自己都合とかに

はならないのか。

□組合（執行委員Ｅ）：自己都合だと、定年

まで働くよりは出るのか。

□組合（副委員長）：3 月 31 日に定年退職で
やめた場合と、それを比べて、ということ

を聞いている。

■人事課：誕生日は。

□組合（副委員長）：誕生日が過ぎている場

合と、誕生日が過ぎていない場合とあるが、

職員の場合は、60 歳の誕生日が過ぎている
かどうかが重要なのか。60 歳の誕生日過ぎ
の人は自己都合にはならないで定年退職の

退職金ということですね。そうすると、今

年度について 95 人という数字が出ている
が、実際には 20 年以上という人はもっと
いるのかと思うが、その人たちにこの情報

を出せば、3 月 31 日まで働く必要はないの
ではないか。3 月 31 日まで働けば退職金が
100 万円減るのだという話になるのではな
いか。

■理事：そこは説明会の資料でわかってもら

えたと思う。

□組合（執行委員Ｃ）：60 歳を過ぎていると
いうことは、再雇用。

■人事課：定年でやめれば再雇用だ。

□組合（執行委員Ｃ）：1 月 31 日で 60 歳を過
ぎていて、それでやめて。

□組合（書記長）：1 月 31 日でやめて、2 月 1
日から再雇用。

■人事課：それはない。定年退職した場合だ。

今回、自己都合退職だが、退職手当上は定

年扱いだということだ。

□組合（副委員長）：そこのところを、東北

大学の措置として、その人たちが望めば、

1 月末でやめても、その後、再雇用して、4
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月以降も再雇用を希望するのであれば再雇

用を認めるというような措置は、独自にで

きるのではないか、ということを一貫して

言っている。独自の判断で。それはまった

くやる気がないというのは不誠実だと言っ

ている。それはどうか。

■理事：再雇用の制度をどうするか。現在ど

ういう制度になっているかは説明した通り

だ。そういうものを今後どのように改善す

るところがあるかどうかは一般論としてあ

るけれども、先ほどから、2 月 1 日の時点
で、代償措置として何か措置しようという

ことは考えていないと言っている。

□組合（執行委員Ｆ）：毎日そこで勤務して

いるのだ。事務の人というのは、大学の中

で何の仕事をしているのか。何が目的、目

標になっているのか。事務部の理念は何か。

■理事：私はこう思っている。総長もおそら

く同じだと思う。大学としてのパフォーマ

ンス上がるように、仕事をやっていくのが

大事だということだと思う。

□組合（執行委員Ｆ）：同じ話を繰り返し、

繰り返し、またもとに戻るというような話

し方だ。働く人達の気持ちになっていない。

大事に思っていないと感じる。もっと大人

として、人間として自立した仕事ができな

いのか。大学で働いていることが恥ずかし

くなってくる。だったらやめたらと言われ

るかもしれないが、生活できないのでやめ

られないが。

□組合（執行委員Ｂ）：私たち看護師などは、

患者の立場に立ってというような精神で仕

事をやってきているが、理事は東北大学職

員の立場に立ってという考えをもちながら

していかないと、質の向上などということ

は求められないのではないか。どうか。

■理事：私は人事を担当しているから、職員

のことを考えるということは、優秀な人が

ここで働きたい、ここで働くやる気が出る

環境を作ることが大事だと思っている。そ

の割にあまり進展がない、と言われると、

しっかりいろんな検討はしているが、アウ

トプットはほんの少し出始めたところだ。

処遇の話まではいっていないが、しっかり

やってくれ、という話は受けとめる。論点

は出尽くしたと思うので、数分時間がほし

い。

□組合（委員長）：わかった。

（21：55~暫時休憩）

■理事：２~３日もらって検討させてほしい。


